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179 委託
道路照明灯ＬＥＤ化改
修・保守管理業務

土木課
35-1403

R7.3.26 ¥274,450,000
岩崎電気㈱
仙台営業所

2

　鶴岡市地内において、道路照明灯の長寿命化、電気使用料の
減少による経費削減、省エネ効果によるCO2削減等環境への配
慮から一斉にＬＥＤ照明に更新するにあたり、民間活力の導
入、効果の持続補償がある１０年間のＥＳＣＯ事業とした。効
率的な施工方法、経済効果の検証方法など幅広い提案を求める
ため、公募型プロポーザルを実施し、審査の結果、岩崎電気㈱
仙台営業所が優先交渉権者に選定され、希望金額も上限金額以
内であったため、契約を締結したものである。

178 委託

鶴岡地域スクールバス
運行管理等業務委託及
び臨時運行業務委託
【債務負担行為】

教育委員会
管理課
57-4862

R7.3.7
\138,641,800
(総支出予定額)

庄内交通㈱ 2

本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サービ
ス」、業種名「旅客運送サービス」に登録している業者の内、
市内に本社又は営業所を有する１３業者に対し、委託の可否に
ついて書面で問い合わせ、対応可能であるとの回答があった業
者は庄内交通㈱のみであった。

177 委託

令和７年度障害福祉
サービス等の制度改
正」に係る障害福祉シ
ステム改修業務委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R7.2.28 ¥3,289,000
日本電気㈱
山形支店

2
　当該システムは日本電気㈱が構築したシステムであり、本市
の業者登録において、作業に関わる技術情報を有し、その改修
に当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみである。

176 委託
あつみ小学校通学用自
動車借上げ
【債務負担行為】

教育委員会
管理課
57-4862

R7.2.26 \3,075,770
（総支出予定額）

温海温泉観光自動車
㈱

2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サービ
ス」、業種名「旅客運送サービス」の内、本市に本社又は営業
所を有する１３業者に対し書面にて調査を行った結果、当該運
行業務を受注する意向「有」との回答があった業者は、温海温
泉観光自動車㈱のみであった。

175 委託
鼠ヶ関小学校通学用自
動車借上げ
【債務負担行為】

教育委員会
管理課
57-4862

R7.2.26 \2,108,000
（総支出予定額）

温海温泉観光自動車
㈱

2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サービ
ス」、業種名「旅客運送サービス」の内、本市に本社又は営業
所を有する１３業者に対し書面にて調査を行った結果、当該運
行業務を受注する意向「有」との回答があった業者は、温海温
泉観光自動車㈱のみであった。

174 委託
鶴岡市消防署朝日分署
通信機器移設業務

消防本部
総務課
22-8330

R7.2.26 ¥6,798,000
日本電気㈱
山形支店

2

　当該通信機器は消防における災害対応の根幹をなす高機能消
防指令システムに係る装置であり、日本電気㈱が施工したもの
であるため、ほかの業者では当該システムの移設に必要な技
術、情報を持ち得ていないことから、本業務を履行できる者は
日本電気㈱山形支店のみである。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。
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173 物品

（令和７年度）社会資
本整備総合交付金に係
る除雪機械購入：ロー
タリ除雪車（2.2ｍ級・
除雪幅2.6ｍ）（櫛引）
１台）

建設部
土木課
35-1403

R7.1.29 ¥58,960,000 旭車輌整備㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分・業種名「重
機」に登録している業者の内、庄内地方内に本社又は営業所が
あり、かつ業務内容に「除雪機械」又はそれに類する機種・
「機械全般」の記載が有ること(※注１)を条件とした１９業者
に対し応札可否についてメール又はＦＡＸで問い合わせたとこ
ろ、応札可能と回答した業者は旭車輌整備㈱のみであった。
※注１：物品供給人から、納品後に除雪機械保守単価契約によ
る整備・緊急修繕対応等を前提としていることから、販売、修
繕又は買取のみといった単一業務内容の記載がある業者は除外
した。

172 委託
令和6年度鶴岡市森林経
営管理意向調査業務委
託

農林水産部
農山漁村振興
課
35-0145

R7.1.28 ¥2,530,000 出羽庄内森林組合 2

　本業務については、平成31年4月に施行された森林経営管理
法に基づく森林経営管理制度を実施するにあたり、対象の森林
所有者に対して意向調査を行い、今後の森林経営管理に向けた
意向資料を整備する業務委託である。
　業務の実施に当たっては、実施個所の森林所有者の情報や森
林の資源情報、森林の施業等情報を有している必要がある。
　出羽庄内森林組合は、近隣森林の森林経営計画を策定して現
場の地理・森林資源情報を把握しており、当該地区を管轄して
組合員情報、森林施業の履歴を保有する唯一の業者であること
から、この業務に対応できるのは同組合しかいない。

171 委託

鶴岡市学校給食セン
ター 調理・配送業務委
託（ふれあい食セン
ター）

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R7.1.20 ¥150,451,020 ㈱ベスト 2

　ふれあい食センターの調理・配送等業務は、民間事業者に業
務委託しており、現在の契約が令和７年３月３１日をもって終
了することから、新たな委託に向け業者選定を行うもの。
　選定にあたり、仕様書遵守のほか、衛生管理の徹底や食物ア
レルギーへの適切な対応など、安全・安心で衛生的な給食を安
定的に提供できる優れた技術と知識、実績を兼ね備えた事業者
を選考するため、公募型プロポーザル方式採用した。
　受託事業者選定委員会において応募１社を審査した結果、株
式会社ベストが受託候補者に選定され、見積金額も予定価格内
であったため、契約を締結したものである。
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170 委託

鶴岡市学校給食セン
ター 調理・配送業務委
託（あつみっこ給食セ
ンター）

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R7.1.20 ¥90,611,625 ㈱ベスト 2

　あつみっこ給食センターの調理・配送等業務は、民間事業者
に業務委託しており、現在の契約が令和７年３月３１日をもっ
て終了することから、新たな委託に向け業者選定を行うもの。
　選定にあたり、仕様書遵守のほか、衛生管理の徹底や食物ア
レルギーへの適切な対応など、安全・安心で衛生的な給食を安
定的に提供できる優れた技術と知識、実績を兼ね備えた事業者
を選考するため、公募型プロポーザル方式採用した。
　受託事業者選定委員会において応募１社を審査した結果、株
式会社ベストが受託候補者に選定され、見積金額も予定価格内
であったため、契約を締結したものである。

169 委託

鶴岡市学校給食セン
ター 調理・配送業務委
託（櫛引学校給食セン
ター）

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R7.1.20 ¥91,872,000 ㈱東洋食品 2

　櫛引学校給食センターの調理・配送等業務は、民間事業者に
業務委託しており、現在の契約が令和７年３月３１日をもって
終了することから、新たな委託に向け業者選定を行うもの。
　選定にあたり、仕様書遵守のほか、衛生管理の徹底や食物ア
レルギーへの適切な対応など、安全・安心で衛生的な給食を安
定的に提供できる優れた技術と知識、実績を兼ね備えた事業者
を選考するため、公募型プロポーザル方式採用した。
　受託事業者選定委員会において応募２社を審査した結果、株
式会社東洋食品が受託候補者に選定され、見積金額も予定価格
内であったため、契約を締結したものである。

168 委託

鶴岡市学校給食セン
ター 調理・配送業務委
託（あさひ学校給食セ
ンター）

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R7.1.20 ¥75,636,000 ㈱東洋食品 2

　あさひ学校給食センターの調理・配送等業務は、民間事業者
に業務委託しており、現在の契約が令和７年３月３１日をもっ
て終了することから、新たな委託に向け業者選定を行うもの。
　選定にあたり、仕様書遵守のほか、衛生管理の徹底や食物ア
レルギーへの適切な対応など、安全・安心で衛生的な給食を安
定的に提供できる優れた技術と知識、実績を兼ね備えた事業者
を選考するため、公募型プロポーザル方式採用した。
　受託事業者選定委員会において応募２社を審査した結果、株
式会社東洋食品が受託候補者に選定され、見積金額も予定価格
内であったため、契約を締結したものである。
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167 委託
令和７年度住民税法改
正対応システム改修委
託（COKAS-i）

総務部
課税課
35-1176

R7.1.17 ¥9,537,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報の
データベースとして運用されているシステム(ＣＯＫＡＳ－i)
の内の個人住民税の賦課計算や税額の決定に関する部分につい
て、地方税法の改正に伴ってシステムの改修を委託するもので
ある。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有し、
その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみで
ある。

166 委託
鶴岡市立図書館　図書
館システム移行データ
作成業務委託

教育委員会
鶴岡市立
図書館
25-2525

R7.1.9 ¥2,970,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、鶴岡市立図書館の図書館システム賃貸借契約の更
新にあたり、現システムから新システムへ移行するデータを抽
出するものである。
　日本電気㈱山形支店は、現システムの開発及び提供業者であ
り、本市の業者登録において、作業に関わる技術情報を有し、
本業務を履行できる者は同社のみである。

165 委託
鶴岡市消防本部・本署
庁舎電話交換機改修工
事

消防本部
総務課
22-8330

R6.12.26 ¥7,480,000
東日本電信電話㈱
山形支店

2

　改修対象の電話交換機は、消防本部庁舎外線電話及び通信指
令システムとの連携、また消防本部庁舎と市役所本庁舎・地域
庁舎との内線電話を管理する電話交換システムである。
　本電話交換機の改修は、現電話交換機を整備した東日本電信
電話㈱山形支店以外の者が施工した場合、万が一の機器故障の
際の責任所在が不明確となり、市消防行政に著しい支障が生じ
るおそれがある。
　また、同社は市の電話交換機施工業者でもあり、本庁舎電話
交換機及び庁舎間ネットワークの保守点検業者であることから
も、万が一の機器故障の際の責任所在が明確となり、早急な復
旧に繋がるものである。
　以上の点から、本改修を実施できる業者は同社のみである。
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164 委託
物価高騰対策支援金給
付対応システム改修業
務

福祉課
35-1252

R6.12.24 ¥6,072,000
日本電気㈱
山形支店

2

本業務は、新給付金の迅速な支給を実施するため、給付金支
給事務に必要な各種情報を保有している既存の給付金管理シス
テムに新給付金に関する各種機能を追加するシステム改修を委
託するものである。

本システムは日本電気㈱が設計・構築を行ったものであり、
本市の業者登録において、作業に関わる技術情報を有し、その
改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみであ
る。

163 委託
鶴岡市住民情報システ
ム運用支援業務委託
（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.12.19 ¥2,732,400
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、本市の住民情報システムとして運用している日本
電気株式会社製のパッケージソフトウェアにおいて、システム
障害時の対応、運用操作に関する問い合わせ、重要作業時の立
会いなどのシステム保守及び運用支援業務である。
　本市の登録業者において、本業務を受託できるのは業務に係
る技術、情報を有する日本電気㈱山形支店に限られる。

162 委託

令和６年度システム標
準化対応業務（ガバメ
ントクラウド環境構
築）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.12.2 ¥68,433,750
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務はガバメントクラウド上で標準化準拠システムを利用
するためにシステムが動作するのに必要となる各種クラウド用
サービスを配置するなどの利用者環境を構築するものである
が、本業務に必要となる利用システムに関する技術・情報を有
しているのは、標準化準拠システムの元となる基幹業務システ
ムを構築・納入し、現在標準化移行作業を行っている日本電気
㈱山形支店のみであるため、実施可能な事業者は同社のみであ
る。

161 委託

令和６年度システム標
準化対応業務（ガバメ
ントクラウド用ネット
ワーク構築）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.12.2 ¥58,866,500
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は市役所からガバメントクラウド内の標準化準拠シス
テムへ接続できるよう、庁内のネットワーク設定および、クラ
ウド基盤上にネットワークインフラ用環境を整備するものであ
るが、本業務に必要となる庁内ネットワークおよび利用システ
ムとの接続に関する情報を有しているのは、本市のネットワー
ク保守業務を請け負い、現在業務システムの標準化移行作業を
行っている日本電気㈱山形支店のみであるため、実施可能な事
業者は同社のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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案　　件　　名
発注担当課
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契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
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随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

160 物品
出先無線ＬＡＮ環境用
機器賃貸借（長期継続
契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.11.25 ¥6,175,620
NECキャピタルソ
リューション㈱
東北支店

2

　ネットワーク機器が故障した場合は可能な限り速やかに復旧
する必要があるため、機器保守業者とネットワーク保守業者が
連携して復旧を進める必要があるが、現在、ネットワーク保守
業務を請け負っているのが日本電気㈱であるため、本市の業者
登録において連携して対応できるのは同社のリース事業部門で
あるＮＥＣキャピタルソリューション㈱東北支店のみである。

159 委託
第五次ＬＧＷＡＮ接続
対応業務

企画部
情報企画課
35-1193

R6.11.22 ¥17,732,000
日本電気㈱
山形支店

2

　第五次ＬＧＷＡＮは標準準拠システムのガバメントクラウド
接続回線としても使用するため精緻な経路設計とネットワーク
関連機器の設定変更が必要となるが、これには現ネットワーク
機器の設定情報およびガバメントクラウドの環境情報の把握が
必要となるため、R7年3月の回線切替えまでに本業務を完了で
きるのはネットワーク機器運用保守業務と業務システム標準化
対応業務の両方を請け負っている日本電気㈱山形支店のみであ
る。

158 委託
鶴岡市令和6年度システ
ム標準化対応業務（Ｆ
ｉｔ＆Ｇａｐ作業）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.11.22 ¥46,582,250
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、業務システムの標準化にあたって、国が定める基
幹業務システムの標準仕様と現行運用システムとの比較分析を
行い、適合箇所および乖離箇所を特定し標準仕様に合わせて業
務フローを修正する作業（Fit＆Gap作業）であり、システム標
準化において必須の工程とされていることから、業務を委託す
る。
　市基幹業務システムは、日本電気㈱が構築・納入したもので
あり、本市の登録業者において、本業務を実施可能な事業者は
システムに関する技術・情報を有する日本電気㈱山形支店のみ
である。

157 委託
令和6年度鶴岡市登記情
報履歴管理システム構
築業務

総務部
課税課
35-1178

R6.11.21 ¥19,822,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は本市の固定資産税システムに業務システム標準化仕
様に基づく登記情報の蓄積及び固定資産税賦課に係る登記情報
を連携するシステムを構築するものである。
　固定資産税システムは日本電気株式会社製のシステムであ
り、登録業者では著作権上技術及び情報を有し作業できるの
は、日本電気㈱山形支店のみであるため。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

156 委託
令和6年度鶴岡市地域福
祉連携ネットワーク構
築業務委託

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R6.11.20 ¥2,406,000 ㈱AGEN 2

　法人向けのコミュニケーションツールであるLINE WORKSを活
用して、市及び市内全介護サービス事業所間の連携ネットワー
クを構築し、市業務のスリム化・経費削減や災害等の有事の際
の情報共有等の円滑かつ迅速化を推進するとともに、介護サー
ビス事業者の業務効率化・経費削減を通じて介護サービスの質
向上及び介護人材の確保・定着を支援することを目的とする。
　最適な専用ネットワーク構築基盤を有し、最も適切に業務を
実施いただく事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式
を採用したところ、応募は１社のみであった。この１社につい
て、受注候補者選定委員会において審査した結果、㈱AGENが受
注候補者に選定され、見積価格も予定価格内であったため、契
約を締結したものである。

155 委託
鶴岡市令和6年度消防連
携構築業務委託

企画部
情報企画課
35-1193

R6.11.20 ¥2,013,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、市基幹業務システムのバージョンアップに伴い、
出力されるデータ様式が一部変更になることに合わせて、基幹
業務システムと連携する消防システムが従来通り稼働するよ
う、システム間連携を構築し対応する業務である。
　市基幹業務システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステ
ムであり、本市の業者登録において本業務を実施可能な事業者
は、作業に関わる技術・情報を有する日本電気㈱山形支店のみ
である。

154 委託
鶴岡市令和6年度滞納連
携構築業務委託

企画部
情報企画課
35-1193

R6.11.20 ¥2,310,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、市基幹業務システムのバージョンアップに伴い、
出力されるデータ様式が一部変更になることに合わせて、基幹
業務システムと連携する滞納整理支援システムが従来通り稼働
するよう、システム間連携を構築し対応する業務である。
　市基幹業務システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステ
ムであり、本市の業者登録において、本業務を実施可能な事業
者は、作業に関わる技術・情報を有する日本電気㈱山形支店の
みである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

153 物品
除雪機械の賃貸借（除
雪ドーザ　１台）

建設部
土木課
35-1403

R6.11.14 ¥2,420,000
東亜リース㈱
酒田営業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分の「賃貸借
類」、業種名「仮設材・建設機械のリース・レンタル」に登録
している業者の内、庄内地方に本社又は営業所があり、かつ業
務内容に建設機械、除雪機械類の重機の記載がある７業者に対
し、対象機械の賃貸借可否について電子メール又はＦＡＸで問
い合わせたところ、賃貸借可能との回答があった業者は東亜
リース㈱酒田営業所のみであった。

152 委託

令和6年度除雪作業情報
連絡業務委託【鶴岡市
街地・斎・黄金北部地
区】

建設部
土木課
25-2111

R6.11.6 ¥6,094,000 ㈲大地工営 2

　本市の業者登録「工事」において、業種名「土木一式」又は
業者登録「委託」において、業種区分及び業種名「除雪」に登
録している業者の内、今年度鶴岡地域の道路除排雪業務を委託
予定である60業者に作業条件等を説明した上で受託可否につい
て聞き取り調査を実施し、受託可能との回答が㈲大地工営のみ
であった。

151 委託
令和6年度
道路等除排雪業務委託

建設部
土木課
35-1403

R6.11.1 ¥229,186,000
㈲青木建材
ほか83者

2

　本市の業者登録「工事」において、業種名「土木一式」又は
業者登録「委託」において、業種区分及び業種名「除雪」に登
録している業者の内、昨年度当該業務の実績がある者に対し
て、受託可否について文書による調査を実施し、受託可能との
回答があった８４業者と契約するもの。

150 物品
鶴岡市住民情報システ
ム現行運用機器再リー
ス（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.11.1 ¥12,447,204
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱
東北支店

2

　現行のシステム運用機器の契約が令和６年１２月に終了する
が、国の定めるシステム標準化およびガバメントクラウドへの
移行を進めるにあたり、事業の連続性を保ち、安定したシステ
ムの運用環境を維持するためには、機器の更新とあわせて既存
の運用機器を並行稼働させる必要があることから、再リース契
約を行うもの。
　現行のシステム運用機器の再リース契約であるため、契約を
結ぶことができるのは、本市の業者登録においてＮＥＣキャピ
タルソリューション㈱東北支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

149 委託
給与支払報告書等デー
タ入力業務委託

総務部
課税課
35-1163

R6.11.1
\3,917,760

(総支出予定額)
㈲山形データセン
ター

2

　本業務は、住民税賦課時期までに事業所より提出される「給
与支払報告書・公的年金等支払報告書」及びその総括表を入力
する業務を委託するものである。
業者登録「委託」、業種区分「情報処理」、業種名「データ入
力」に登録している業者の内、県内に本社または営業所があ
り、従業員が5人以上の計28社に質問書を送付したところ、想
定する作業委託期間内に作業に従事できると回答した事業所は
㈲山形データセンターのみであった。

148 委託
令和6年度
凍結抑制剤散布業務委
託

建設部
土木課
35-1403

R6.10.23 ¥11,017,952 ㈲鶴岡協同ファーム 2

　今年度鶴岡地域の道路等除排雪業務委託を受託予定である６
０業者に対し、当該業務の受託可否について電子メールとFAX
で問い合わせ、受託可能との回答があった業者は、㈲鶴岡協同
ファームのみであった。

147 物品
地方税ASPサービス利用
契約
【長期継続契約】

総務部
課税課
35-1176

R6.10.21 ¥3,999,600
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム
(eLTAX）を利用するためのASPサービスを本市に提供する業務
であり、機構が指定した認定委託先事業者のみ受託可能であ
る。ASPサービスにより受信したデータは、税務システム
(COKAS-X、COKAS-i）との連携が不可欠であることから、本市
の業者登録において受託できる者は日本電気㈱山形支店のみで
ある。

146 委託
令和６年度道路台帳調
書作成業務

建設部
土木課
35-1341

R6.10.18 ¥6,314,000
朝日航洋㈱
山形営業所

2

　本業務は道路法第２８条第１項、道路法施行令第５条第２項
により作成が義務付けられており、その作成については道路法
施行規則第４条の２に定められた道路延長や面積を計算するた
めの特殊なプログラムが必要である。
　本市では、平成３０年度に朝日航洋㈱へ全庁舎分の道路台帳
統合業務を委託しており、同社が独自に開発したプログラムを
使用していることから、本業務を実施できるのはプログラムの
開発者である同社をおいてほかにない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

145 物品

住民基本台帳ネット
ワークシステム機器等
の賃貸借≪次期機器更
改≫【長期継続契約】

市民部
市民課
35-1194

R6.10.16 ¥6,083,880
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱

2

　現在の住民基本台帳ネットワークシステムは、日本電気㈱が
構築したものであり、同社が開発した住民基本台帳システム
（COKAS-I）や戸籍附票システムとの連携により、全国の住民
基本台帳とのネットワークを実現している。
　現段階で他システム機器等への変更を行う場合、住基ネット
と既存の基幹システムとの連携を改めて設計・構築する必要が
あり、膨大なコストが生じるとともに、システム障害が発生し
た場合の責任の所在が不明確になるなど、業務に著しい支障が
出る恐れがあることから、安全で確実な機器更新を優先に本事
業を実施できるのは、日本電気㈱がシステム機器等の調達を許
可したＮＥＣキャピタルソリューション㈱のみである。

144 物品
除雪ドーザ等の賃貸借
（除雪ドーザ等　１７
台）

建設部
土木課
35-1403

R6.10.4 ¥27,819,000
東亜リース㈱
酒田営業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分の「賃貸借
類」、業種名「仮設材・建設機械のリース・レンタル」に登録
している業者の内、庄内地方に本社又は営業所があり、かつ業
務内容に建設機械、除雪機械類の重機の記載がある７業者に対
し、対象機械の賃貸借可否について電子メール又はＦＡＸで問
い合わせたところ、賃貸借可能との回答があった業者は東亜
リース㈱酒田営業所のみであった。

143 委託
令和６年度鶴岡市藤島
斎場管理運営業務委託
（長期継続契約）

藤島庁舎
市民福祉課
64-5807

R6.10.1 \6,534,000
（総支出予定額）

環水工業㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において業種区分「その他業務委
託」、業種名「その他業務委託」、業務内容「火葬業務」に登
録しており、かつ市内に本店を有する３事業者に対し、入札参
加希望についてＦＡＸで問い合わせたところ、希望有りと回答
があった事業者は、環水工業㈱のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

142 委託
令和6年度鶴岡市高齢者
インフルエンザ予防接
種業務委託

健康福祉部
健康課
35-0157

R6.10.1
\38,805,233

(総支出予定額)

一般社団法人山形県
医師会、山北徳新会
病院、介護老人保健
施設優和の里

2

　定期予防接種は、市町村長に実施の義務と責任があり、厚生
労働省が示す「定期接種実施要領」において「市町村長の要請
に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行
うもの」と定められている。
山形県では、他市町村の医療機関で定期予防接種を受ける際の
事務の軽減や被接種者の利便性を図り、県内における円滑な定
期予防接種の実施を目的に、県が県医師会と県内各市町村との
間の事務の調整を行い、県医師会が山形県下の広域実施に協力
する医療機関及び医師の取りまとめを行うことによる広域実施
体制を構築しており、県内全市町村が参加している。
　この広域実施にあたり、一般社団法人山形県医師会は、各市
町村との契約締結について実施医療機関から委任を受けてお
り、業務を委託するにあたっては同法人を代理人として契約を
行う必要がある。
また、高齢者は基礎疾患を持つ方も多く、かかりつけ医での接
種が望ましいことから、温海地域を中心とした市民が多く通院
している山北徳新会病院及び介護老人保健施設優和の里につい
ては、個別に契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
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案　　件　　名
発注担当課
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契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

141 委託
令和6年度鶴岡市高齢者
新型コロナウイルス感
染症予防接種業務委託

健康福祉部
健康課
35-0157

R6.10.1
\295,813,46

（総支出予定額）

一般社団法人山形県
医師会、山北徳新会
病院、介護老人保健
施設優和の里

2

　定期予防接種は、市町村長に実施の義務と責任があり、厚生
労働省が示す「定期接種実施要領」において「市町村長の要請
に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行
うもの」と定められている。
山形県では、他市町村の医療機関で定期予防接種を受ける際の
事務の軽減や被接種者の利便性を図り、県内における円滑な定
期予防接種の実施を目的に、県が県医師会と県内各市町村との
間の事務の調整を行い、県医師会が山形県下の広域実施に協力
する医療機関及び医師の取りまとめを行うことによる広域実施
体制を構築しており、県内全市町村が参加している。
　この広域実施にあたり、一般社団法人山形県医師会は、各市
町村との契約締結について実施医療機関から委任を受けてお
り、業務を委託するにあたっては同法人を代理人として契約を
行う必要がある。
また、高齢者は基礎疾患を持つ方も多く、かかりつけ医での接
種が望ましいことから、温海地域を中心とした市民が多く通院
している山北徳新会病院及び介護老人保健施設優和の里につい
ては、個別に契約を締結するものである。

140 委託
住民票等への振り仮名
法制化に係るシステム
改修業務委託

市民部
市民課
35-1194

R6.10.1 ¥34,315,600 日本電気㈱ 2

　本業務は、令和６年度から国外転出者によるマイナンバー
カードの海外利用が開始されることに合わせ、マイナンバー
カードに氏名をローマ字表記できるよう戸籍法やマイナンバー
法の一部が改正されたことから、ローマ字表記のもととなる氏
名の振り仮名を住民票等に記載するため、住民記録システム及
び戸籍附票システムの改修を行うものである。本システムは、
日本電気㈱が設計・構築したシステムであり、本市の登録業者
で作業に関わる技術・情報を有し、その作業に当たることがで
きる者は日本電気㈱山形支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約締結日

契約金額
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号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

139 委託
令和６年度豊浦地区農
地整備事業計画策定業
務

農林水産部
農山漁村振興
課
35-1298

R6.9.25 ¥3,025,000
山形県土地改良事業
団体連合会

2

　本年度実施する事業計画策定業務は、土地改良法手続きに必
要となる事業計画を作成するための調査計画業務であり、令和
８年度より新規採択を予定している農地整備事業の詳細な計画
内容を的確に把握していることが重要である。
　本業務は山形県が令和元年、2年度にそれぞれ発注した農地
整備事業計画策定業務の内容をもとに行うものである。山形県
土地改良事業団体連合会は、令和２年度以降の検討会議にも同
席し豊浦地区農地整備事業の計画内容を熟知しており、業務の
効率性や地元調整を含め本業務を的確に履行できるのは県発注
業務を受注した同連合会のみである。

138 委託
令和６年度軽自動車税
システム小型二輪電子
化対応改修業務

総務部
課税課
35-1176

R6.9.25 ¥6,798,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、令和７年３月より情報連携開始予定である小型二
輪の新車・新規軽自動車税の申告・検査情報の電子化及び軽自
動車税納付確認システムへの登録による納税証明の電子化へ対
応するため、軽自動車税システム（COKAS-i）の改修を委託す
るものである。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において作業に係る技術情報を有し、その
改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみであ
る。

137 委託
鶴岡市学校給食セン
ター給食配送等業務委
託

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R6.9.20 ¥74,873,480
日本通運㈱
仙台支店

2

　本市の業者登録「役務」において業種区分「運送サービ
ス」、業種名「貨物運送サービス」に登録しており、かつ業務
内容に「給食運搬」、「一般貨物運搬」、「配達」を含む事業
者に対し、委託の可否について電子メールで問い合わせたとこ
ろ、対応可能との回答があった事業者は日本通運㈱仙台支店の
みであった。

136 委託
令和６年度児童手当法
改正対応システム改修
業務委託

健康福祉部
子育て推進課
26-0176

R6.9.4 ¥8,250,000
日本電気(株)
山形支店

2

　本業務は、児童手当の給付管理を行うために導入している
GPRIME児童手当システムにおいて、児童手当法の改正に伴う部
分の改修を委託するものである。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有し、
その改修に当たることができるのは、日本電気㈱山形支店のみ
であった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

135 委託
令和６年度まちなか賑
わい創出業務委託

商工観光部
商工課
35-1299

R6.9.4 ¥2,841,697 ㈱カクギン 2

　本業務は、中心市街地のまちなか広場を活用したイベントを
積極的に誘致する仕組みを整備し、まちなか広場の認知度を向
上させ、まちなか広場でのイベントを多発的に実施することで
市街地への来街者を増やし、まちなか広場とその周辺に継続的
な賑わいを創出することを目的としている。
　最も適切に業務を実施できる事業者を選定するため、公募型
プロポーザルを採用し、受注候補者事業者選定委員会において
応募２者を審査した結果、㈱カクギンが優先交渉事業者として
選定され、見積金額も上限金額以内であったため、契約を締結
したものである。

134 委託
令和６年度FOODEVER装
飾業務委託

商工観光部
商工課
35-1299

R6.9.3 ¥4,400,000 三浦雅浩デザイン室 2

　本業務は、観光・食文化情報発信拠点「つるおか食文化市場
FOODEVER」の来客増加に向け、誘導サインの設置・更新と賑わ
い創出のための館内装飾を実施するものである。
　来客増加に向け、最も適切に業務を実施できる事業者を選定
するため、公募型プロポーザルを実施し、受注候補者事業者選
定委員会において応募１者を審査した結果、三浦雅浩デザイン
室が優先交渉事業者として選定され、見積金額も上限金額以内
であったため、契約を締結したものである。

133 委託
鶴岡市鶴岡斎場運営維
持業務委託（長期継続
契約）

市民部
市民課
35-1194

R6.9.2 ¥26,116,200 ㈲鶴岡クリーン 2

　本市の業者登録「役務」において業種区分「その他の業務委
託」、業務内容に「火葬業務」を登録しており、かつ、市内に
本社を有する３者に対し、委託の可否についてＦＡＸで問い合
わせたところ、対応可能との回答があった事業者は㈲鶴岡ク
リーンのみであった。

132 委託
鶴岡市ＩＲＵ光ケーブ
ル支障移転業務（Ｅ温
海町線１７～２０号）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.9.2 ¥4,455,000
東日本電信電話㈱
山形支店

2

　市は当該光ケーブルを東日本電信電話㈱に貸付け、保守管理
業務を同社に委託しているが、保守管理業務の契約書で当該物
件の支障移転が発生した際には同社に依頼することとなってお
り、また本業務にかかる費用は同社がケーブル貸付料に含めて
市に支払うことになっているため、当業務を実施できるのは同
社しかいない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

131 物品
鶴岡市住民情報システ
ム賃貸借契約（長期継
続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.8.30 ¥34,292,280
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱
東北支店

2

　本件は住民情報システムで現在使用しているシステム及び機
器が令和６年１２月で賃貸借契約が終了することから、新たに
賃貸借契約を締結するものである。
　現行の住民情報システムは、日本電気㈱が構築・納入したも
のであり、ハードウェアの更新および国の定めるシステム標準
化・ガバメントクラウドへの移行に伴って必要となる同システ
ムの移行・構築作業については、業務に係る技術、情報を有し
ている日本電気㈱以外の業者は行うことができない。
　また、本件の機器について、ガバメントクラウドへの移行後
はバックアップ環境として継続使用する予定である。
　これらの日本電気㈱によるシステム・機器等をリース提供で
きるのは同社のリース部門であるＮＥＣキャピタルソリュー
ション㈱東北支店のみである。

130 委託
新図書館整備事業基本
構想策定支援業務

教育委員会
鶴岡市立図書
館
25-2525

R6.8.28 ¥4,840,000
㈱佐藤総合計画東北
オフィス

2

　本業務は、本市図書館・郷土資料館の現状を踏まえ、市民の
多様なニーズを的確に捉えることにより、中心市街地活性化に
資する公立図書館のあり方を取りまとめる「新図書館整備事業
基本構想」の策定を支援する業務である。
　本業務の受託候補者には、専門性、実績・経験等に基づく職
員支援の他、短期間での策定や成果品の品質向上に資する企画
提案が求められる。
　このため、受注候補者の選定にあたっては、単なる金額の比
較ではなく、具体的な業務実施の方法等を提案してもらい、こ
れを総合的に審査することで、最も優れた業者を選定できる、
公募型プロポーザル方式を採用した。
　参加申込みのあった２者を選定委員会で審査した結果、㈱佐
藤総合計画東北オフィスが優先交渉事業者として選定され、見
積金額も予定価格内であったため、契約を締結したものであ
る。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

129 委託
戸籍総合システム振り
仮名法制化対応業務委
託

市民部
市民課
35-1194

R6.8.23 ¥12,985,500 日本電気㈱ 2

　本業務は、マイナンバーカードに氏名をローマ字表記できる
よう戸籍法等が改正されたことに対応するため、ローマ字表記
のもととなる氏名の振り仮名を記載できるよう戸籍総合システ
ムの改修を行うものである。
本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであり、
本市の登録業者で作業に関わる技術・情報を有し、その改修に
当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみである。

128 委託

鶴岡市 要介護・要支援
認定 認定調査支援シス
テム導入
業務委託

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R6.8.16 ¥7,920,000 ㈱NTTデータ東北 2

　本業務は、本市が行う介護認定調査業務に認定調査支援シス
テムを導入することで、業務の効率化を図り、調査を早期に完
了させることにより、要介護要支援認定申請から認定までの日
数の短縮を目指すこと、及び調査員により所要時間や記載の内
容に少なからず差異があることが課題となっているため、その
平準化を図ることを目的とする。
　業務遂行に、より最適なシステムを有する事業者を選定する
ため、公募型プロポーザル方式を採用し、受注候補者事業者選
定委員会において応募２者を審査した結果、㈱NTTデータ東北
が優先交渉事業者として選定され、見積金額も上限金額以内で
あったため、契約を締結したものである。

127 委託

鶴岡市 要介護・要支援
認定 認定調査支援シス
テム
運用保守業務委託【長
期継続契約】

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R6.8.16
\2,956,800
（12か月）

㈱NTTデータ東北 2

　本業務は、本市が行う介護認定調査業務に認定調査支援シス
テムを導入することで、業務の効率化を図り、調査を早期に完
了させることにより、要介護要支援認定申請から認定までの日
数の短縮を目指すこと、及び調査員により所要時間や記載の内
容に少なからず差異があることが課題となっているため、その
平準化を図ることを目的とする。
　業務遂行に、より最適なシステムを有する事業者を選定する
ため、公募型プロポーザル方式を採用し、受注候補者事業者選
定委員会において応募２者を審査した結果、㈱NTTデータ東北
が優先交渉事業者として選定され、見積金額も上限金額以内で
あったため、契約を締結したものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

126 修繕
令和６年度鶴岡市鶴岡
斎場火葬炉施設修繕

市民部
市民課
35-1194

R6.8.15 ¥12,650,000 ㈱宮本工業所 2
　本修繕対象の既設の火葬炉は「向流燃焼方式」という火葬炉
で、㈱宮本工業所が特許を取得した工法で製造、設置されてお
り、修繕をできるのは当該業者のみである。

125 委託

令和６年度国民健康保
険システム改修業務委
託（マイナンバーカー
ドと健康保険証の一体
化対応等）

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.8.9 ¥13,882,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、法改正に伴う健康保険証の発行停止及び資格確認
書等の発行開始、並びにマイナンバーカードと健康保険証の一
体化等へ対応するため国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ－
ｉ）の改修を業務委託するものである。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に関わる技術・情報を有
し、その改修等の作業に当たることができる者は日本電気㈱山
形支店のみである。

124 物品
鶴岡市ごみ焼却施設余
剰電力の地産地消事業

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R6.8.7

長期継続契約
（単価契約）

売電：
￥92,812,500

買電：
￥167,213,747
（総予定額）

㈱やまがた新電力 2

　本事業は、ごみ焼却施設において、ごみ焼却により発生する
熱を利用して発電を行い施設内で電力を利用するほか、余剰電
力を売電して市内の小中学校等に供給する「電力の地産地消事
業」を継続することを目的とする。
　最も適切に業務を実施できる事業者を選定するため指名型プ
ロポーザル方式を採用し、事業者選定委員会において提案内容
を審査した結果、㈱やまがた新電力が優先交渉権者に選定さ
れ、見積金額も予定価格内であったため、契約を締結したもの
である。

123 委託
病児保育予約管理シス
テム導入業務委託

健康福祉部
子育て推進課
35-1291

R6.8.6 ¥2,145,000 ㈱グッドバトン 2

　本業務は、病児保育事業の利用にあたり、利用登録や施設予
約等をオンラインで行うシステムを導入するものである。
事業者の選定にあたっては、最も適切に業務を実施できる者を
選定するため、公募型プロポーザル方式による選定を実施し
た。審査の結果、提案をうけた５社の中から㈱グッドバトンが
優先交渉権者に選定され、希望金額も上限金額以内であったた
め、契約を締結したものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

122 委託
令和６年度鶴岡市森林
境界明確化業務委託

農林水産部
農山漁村振興
課
35-0145

R6.8.5 ¥5,390,000
アジア航測㈱
山形営業所

2

　本業務は、航空レーザ測量データを解析した地図等と、公図
を基本とした地図から作成した境界案を基に、土地所有者に対
し、境界確認を行う業務である。
　境界確認が得られた成果に関しては、林地台帳システムに
セットアップする必要があるが、このシステムは、アジア航測
㈱山形営業所が、平成30年度に鶴岡市林地台帳・林地台帳地図
等整備業務を受託し開発した独自のシステムであることから、
本業務を実施できるのは開発者である同社をおいてほかはな
い。

121 委託
鶴岡市林地台帳システ
ム用サーバ更新業務委
託

農林水産部
農山漁村振興
課
35-0145

R6.8.5 ¥6,600,000
アジア航測㈱
山形営業所

2

　本業務は、森林法第191条の4の規定に基づき、森林の所在や
所有者の情報を記載した台帳を作成するため、平成30年に導入
した林地台帳地図及び台帳システムで使用されているハード
ウェアの調達、システムのバージョンアップ及び新サーバへの
移行を行うものである。
　機器調達とシステムのバージョンアップを同時に発注するこ
とで、受注業者が自社内でシステムのセットアップ作業を行う
ことができ、大幅に作業の効率化と工期短縮が図られる。
　本システムは、平成30年度に本システムの整備を受託したア
ジア航測㈱山形営業所が開発した独自のシステムであり、本市
の業者登録において、作業に関わる技術・情報を有し、その更
新等の作業に当たることができるのは同社をおいてほかにな
い。

120 委託
鶴岡市学校給食セン
ターPFI導入可能性調査
業務委託

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R6.8.2 ¥10,263,000
㈱佐藤総合計画
東北オフィス

2

　本業務は、新たに建設する学校給食センターの施設整備の方
向性について検討の上、基本計画の策定を支援するとともに、
民間の資金や改築・運営ノウハウを活用する手法の導入可能性
を調査し、最適な整備手法について検討することを目的とす
る。
　最も適切に業務を実施いただく事業者を選定するため、公募
型プロポーザル方式を採用し、受託事業者選定委員会において
応募２社を審査した結果、㈱佐藤総合計画 東北オフィスが受
託候補者に選定され、見積金額も予定価格内であったため、契
約を締結したものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

119 委託
令和６年度児童手当法
改正対応システム改修
業務委託

総務部
職員課
35-1159

R6.7.30 ¥4,879,600
日本電気㈱
山形支店

2

　当該業務は、令和６年度児童手当法改正における児童手当支
給額の増額に伴い、職員の令和６年１０月分以降の児童手当額
の支給額計算に対応するため、人事給与システムの改修を行う
ものである。日本電気㈱製人事給与システムのパッケージ改修
となるため、当該ソフトウェアの著作権を有する者及び著作権
を有する者が許可した者で、かつ作業に係る技術、情報を有す
る業者以外は作業を行うことができない。本市に登録している
業者で作業可能な業者は、日本電気㈱山形支店の１者である。

118 委託

鶴岡駅前地区将来ビ
ジョン「学びのサード
プレイス」社会実験業
務委託

建設部
都市計画課
35-1315

R6.7.29 ¥4,499,000
㈱山形アドビュー
ロ・合同会社lururu

2

　鶴岡駅前地区将来ビジョンでは、「学びのサードプレイス」
を整備する上で令和8年度までを「社会実験・検証の期間」、9
年度以降を「新たな仕組みでの事業展開の期間」と位置付けて
いる。今年度を含めた3年間の社会実験ではプロポーザル方式
を採用し、高度な知識や専門性、企画力を有する多様な事業者
から様々なアイデアの提案を受けることで、9年度以降の本格
整備の仕様を固める前に、多角的な視点を涵養することができ
る。
　最も適切に業務を実施できる事業者を選定するため公募型プ
ロポーザル方式を採用し、事業者選定委員会において応募1者
について審査した結果、㈱山形アドビューロ・合同会社lururu
が優先交渉事業者として選定され、見積金額も予定価格内で
あったため契約を締結したものである。

117 委託

令和６年度鶴岡市地番
図システム国土調査及
び登記異動データ更新
業務委託

総務部
課税課
35-1179

R6.7.3 ¥4,510,000
朝日航洋㈱
山形営業所

2

　本業務は、地方税法第380条第3項及び同法第382条第3項の規
定に基づき、公共座標で数値化された土地の分合筆等の登記異
動データを任意座標で管理する地番図システムに取り込むこと
により、次年度の固定資産税に係る賦課事務に備えて、評価の
基礎資料を整備するものである。
　本業務を実施するためには、更新データに係る精緻な検証作
業等を伴うものであり、既存プログラムとの照合及び修正作業
を行えなければならないことから、当該システムの開発元であ
り、著作権を有する朝日航洋㈱山形営業所以外には実施できる
者がいない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

116 委託

令和６年度福祉医療シ
ステム改修業務（基幹
業務システム更新対
応）

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.6.27 ¥5,313,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本市基幹業務システムのＣＯＫＡＳ－ＸからＣＯＫＡＳ－ｉ
への更新に対応するため、福祉医療システムが正常に作動する
ために必要なシステム改修及びテスト対応等を行うものであ
る。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に関わる技術・情報を
有し、その改修等の作業に当たることができる者は日本電気株
式会社山形支店のみである。

115 委託
赤川（鶴岡市大宝寺地
区ほか）堤防除草業務
委託

建設部
都市計画課
35-1332

R6.6.21 ¥4,708,000
第31回赤川花火大会
実行委員会

2

　本業務委託は国土交通省酒田河川国道事務所から鶴岡市が受
託した業務を再委託するものであり、酒田河川国道事務所委託
仕様書第１条において、地域住民との協働による河川管理（除
草作業）を実施するものと定められている。
赤川花火大会実行委員会は、例年８月に赤川河川緑地で開催さ
れる「赤川花火大会」を運営するために地元有志で組織されて
おり、花火会場整備の一環として赤川での広範囲の除草作業の
実績がある。
　以上のことから、本業務を受託できるのは同委員会をおいて
ほかにない。

114 委託
令和６年度介護保険制
度改正に係るシステム
改修業務委託

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R6.6.19 ¥13,002,000
日本電気(株)
山形支店

2

　本業務は、介護保険制度を運用する上で必要となる資格情報
や保険料情報、給付情報等を管理している介護保険事務処理シ
ステムについて、制度の改正に伴いシステムの改修を委託する
ものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有
し、その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店の
みである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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113 委託
令和６年度介護保険事
務処理システム等運用
支援業務委託

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R6.6.19 ¥5,577,000
日本電気(株)
山形支店

2

　本業務は、介護保険制度を運用する上で必要となる資格情報
や保険料情報、給付情報等を管理している介護保険事務処理シ
ステム及び介護認定を管理する認定支援事務処理システムにつ
いて、処理誤り防止のため重要な作業の立ち合い、処理誤り時
の影響調査及び復元作業を行う運用支援を委託するものであ
る。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有し、
その調査・対応に当たることができる者は日本電気㈱山形支店
のみである。

112 委託
令和6年度RPAツール導
入・活用による業務効
率化支援業務委託

総務部
職員課
35-1159

R6.5.30 ¥7,070,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、人手で行う電子処理をソフトウェアにより自動化
する仕組みを構築するものである。この仕組みを構築するにあ
たって、日本電気株式会社が設計・構築した住民情報や課税情
報等の基幹系システムと連携させるため、本システムの使用権
を有する業者でなければ実施できない。本市の業者登録におい
て、本システムの仕様を把握し、作業に関わる技術情報を有す
る者は、日本電気㈱山形支店以外にいない。

111 修繕
令和６年度羽黒山ス
キー場ペアリフト修繕

羽黒庁舎
産業建設課
26-8776

R6.5.24 ¥12,980,000 安全索道㈱ 2

　リフトを構成する機械・装置は、JIS化（標準化）されてお
らず、当該部品についても、メーカー独自の安全基準によって
設計・製作されており、他社の機械・装置と混在することは、
安全性の観点からメーカーが想定していない。
　また、他社製品を使用した場合、故障や事故等が起こった際
の責任の所在が曖昧となり、早期解決が困難になるという大き
なリスクを伴うことから、当該リフトを設計した安全索道㈱以
外に実施できる者がいない。

110 委託
低所得世帯物価高騰対
策支援金給付対応シス
テム改修業務

健康福祉部
福祉課
35-1252

R6.5.24 ¥3,960,000
日本電気㈱
山形支店

2

本業務は、新給付金の迅速な支給を実施するため、給付金支
給事務に必要な各種情報を保有している既存の給付金管理シス
テムに新給付金に関する各種機能を追加するシステム改修を委
託するものである。

本システムは日本電気株式会社が設計・構築を行ったもので
あり、本市の業者登録において、作業に関わる技術情報を有
し、その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店の
みである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

109 委託
道の駅あつみ移転整備
事業DBOモニタリング業
務

建設部
都市計画課
35-1315

R6.5.20 ¥73,909,000
㈱建設技術研究所山
形事務所

6

　道の駅あつみ移転整備事業は、市は各段階において要求水準
書、提案書及び各契約に基づき、民間事業者が要求水準を達成
していることを確認する必要があり、特に設計建設に対して
は、限られた工期の中で優れた品質での施設整備のため、要求
水準書に精通し、的確に即応できる体制が求められる。
　以上のことから、即応体制を構築でき、民間事業者の要求水
準の達成状況を適正にモニタリングする本業務の履行が可能な
のは、アドバイザリー業務受託者である㈱建設技術研究所のみ
である。

108 委託
令和６年度特定健診受
診率向上対策事業業務
委託

健康福祉部
国保年金課
25-2731

R6.5.20 \6,611,000
（総支出予定額）

山形県国民健康保険
団体連合会

㈱キャンサースキャ
ン

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下、「連合会」という）
は、県内市町村が国民健康保険法に基づき国民健康保険に関す
る事務の共同処理をするために設立した団体である。
　本業務は、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上を
図るため、連合会が定めた令和６年度特定健診・特定保健指導
受診率等向上対策事業実施要綱に示した業務内容（受診勧奨や
分析等）を実施するものであり、事業の実施にあたっては、
データの抽出や全体の調整、運営等は連合会が行い、その他の
主な業務については、連合会が選定した㈱キャンサースキャン
が行うものとしている。要綱において、この２者と事業実施を
希望する市町村が３者による契約を結ぶこととしているため、
随意契約とする。

107 委託
教職員定期健康診断業
務委託

教育委員会
学校教育課
57-4865

R6.5.15
\6,731,318

（総支出予定
額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　教職員定期健康診断の実施には、指定した日に多数の人が複
数の検査項目と受診者自身が希望するオプション検査を同時に
受診できる健診体制と仕様書に定める結果判定資料の作成及び
教育委員会が求める各種データ抽出が可能であることが必要で
あり、本市の競争入札参加資格登録名簿の中で上記の健診体制
を有し、かつ、仕様に対応した業務を履行できるのは一般社団
法人鶴岡地区医師会のみであった。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

106 委託
令和６年度鶴岡市イン
バウンドプロモーショ
ン事業委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R6.5.9 ¥4,997,300
一般社団法人DEGAM鶴
岡ツーリズムビュー
ロー

2

　当該事業はインバウンド誘客促進を目的としており、「第二
次鶴岡市総合計画」において、全市的な観光ＰＲ及び情報発信
については、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）が担う機能として
位置づけている。
　事業内容としては、全市的な観光ＰＲとしての国外での旅行
商談会開催、情報発信としての訪日外国人観光客に向けたプロ
モーション動画の制作等を実施するもの。
　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローは、本市
の観光分野における高い公益性を持つとともに、幅広く会員を
有する団体であり、市内に所在する唯一の観光地域づくり法人
（ＤＭＯ）である。

105 委託

令和６年度鶴岡地区森
林巡視・路網点検活
動・森林業害虫被害木
調査事業業務委託

農林水産部
農山漁村振興
課
35-0145

R6.5.2 ¥2,640,000 出羽庄内森林組合 2

　本業務を適正に行うには、本委託箇所における広大な森林の
状況や多数の路網及び対象森林の所有者・管理者の情報を把握
している必要がある。加えて、荒廃森林等を発見した場合、所
有者に対して適正な森林整備を指導する必要がある。
本委託箇所は出羽庄内森林組合の管轄区域であることから、本
業務を施行できるのは出羽庄内森林組合のみである。

104 委託 道路清掃業務委託
建設部
土木課
35-1403

R6.4.25 ¥2,585,000 鶴岡建設㈱ 2

本市の業者登録「役務」において、業種区分「清掃等」、業種
名「公園等清掃」に登録している業者の内、業務内容に【道路
清掃】があり、かつ、鶴岡・藤島・羽黒のいずれかの地域に本
社を有する２３業者に対し、本業務の委託可否について電子
メールで問い合わせたところ、受託可能と回答があった者は、
鶴岡建設㈱のみであったため、同社と特命随意契約を締結する
ものである。

103 委託
令和６年度高速破砕機
定期保守点検業務

市民部
廃棄物対策課
22-2848

R6.4.25 ¥5,846,148 近畿工業㈱ 2

　高速破砕機は収集された不燃ごみ及び個人より搬入された粗
大ごみを最適に処理する装置で、「近畿工業㈱」が鶴岡市リサ
イクルプラザ専用に、独自開発で設計施工したものであり、使
用する部品の製作、取り付け調整は特殊であり、保守点検が出
来るのは同社のみである。
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102 委託
令和６年度住民税法改
正対応システム改修委
託（定額減税対応）

総務部
課税課
35-1176

R6.4.25 ¥7,568,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報の
データベースとして運用されているシステム(ＣＯＫＡＳ－Ⅹ)
の内の個人住民税の賦課計算や税額の決定に関する部分につい
て、地方税法の改正に伴ってシステムの改修を委託するもので
ある。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有し、
その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみで
ある。

101 委託

健康管理システム　第
４期特定健診対応に伴
うシステム改修業務委
託

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.23 ¥2,244,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、市民の総合的な健康増進に活用するために導入し
ている健康情報管理システム（ＧＰＲＩＭＥシステム）に、令
和６年度に実施する第４期特定健診及び特定保健指導に対応す
るために必要な、各種システム改修を委託するものである。
　当該システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に関わる技術情報を有し、
その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店のみで
ある。
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100 委託
市民窓口デジタル化推
進事業支援業務委託

企画部
デジタル化戦
略推進室
25-2111

R6.4.22 ¥13,200,000 ㈱野村総合研究所 2

　当該業務は、『鶴岡市デジタル化戦略』に基づく行政サービ
ス向上に関する先行活動の一環として、窓口対応、電子申請・
交付等についてデジタル技術を活用した全庁的な業務改革に取
組むため、具体的には令和7年度の新朝日庁舎開所（予定）に
向け、上記業務の各庁舎やその他拠点等への展開可能性も含め
た先行的な検討及び実証事業の推進を支援することを目的とす
る。
　㈱野村総合研究所と鶴岡市とは、令和3年度に「鶴岡市及び
㈱野村総合研究所との連携活動に係る基本合意書」を締結し、
『鶴岡市デジタル化戦略』に基づく事業にかかる相互の役割を
定め、当合意書に基づき、令和4年度に地域活性化企業人プロ
グラムに関する協定、また、令和5年度に地域活性化連携活動
に関する協定を締結し、『鶴岡市デジタル化戦略』の推進に係
る具体的な検討及び実証事業を本市と連携し企画立案してき
た。
　本業務は、基本合意書及び協定書に基づき、同社が令和5年
度に受託した地域活性化連携業務委託の成果として市と連携し
企画立案した事業の推進を支援するもので、本業務の委託先に
ついては、基本合意書、協定の役割分担及び業務委託契約の成
果を踏まえる必要があり、本業務が実施可能な者は同社をおい
て他にはいない。

99 委託
令和６年度定額減税対
応システム改修業務委
託

総務部
職員課
35-1159

R6.4.22 ¥5,940,000 日本電気㈱山形支店 2

　当該業務は、令和６年度税制改正大綱における、所得税・個
人住民税の定額減税の適用に伴う、令和６年６月給与支給分以
降の定額減税の源泉徴収事務の対応、および令和６年度年末調
整を適正に行うための人事給与システム改修である。日本電気
株式会社製人事給与システムのパッケージ改修となるため、当
該ソフトウェアの著作権を有する者及び著作権を有する者が許
可した者で、かつ作業に係る技術、情報を有する業者以外は作
業を行うことができない。本市に登録している業者で作業可能
な業者は、日本電気㈱山形支店の１者である。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

98 委託

鶴岡市立朝暘第五小学
校校舎改築校内通信
ネットワーク整備業務
委託

教育委員会
管理課
57-4863

R6.4.18 ¥33,962,500
キューブワン情報
㈱

2

　本業務は、朝暘第五小学校校舎建替に伴う校内通信ネット
ワーク(学校系ICT)の関係端末の新設と一部移設および構内情
報配信システムの構築である。
　現在運用している校内通信ネットワークは、令和３年度から
５年間（令和８年３月31日まで）の長期保守運用業務を含んだ
契約となっており、キューブワン情報㈱鶴岡支社が当該業務を
行っている。
　新校舎への移転後もこの業務は継続となり、また現在運用し
ているすべての学校および教育委員会とのネットワークと互換
の取れる端末の選定や設定調整の知見が必要となる。
 以上のことから、当該業務を行える業者は同者のみである。

97 委託
令和６年度　使用済み
乾電池等の処理・処分
業務委託

市民部
廃棄物対策課
22-2848

R6.4.18 ¥4,114,000 野村興産㈱ 2

　使用済み乾電池等の収集・運搬、処理・処分は、「使用済み
乾電池の広域回収・処理計画について」（厚生省生活衛生局水
道環境部環境整備課長通知：昭和61年2月6日）により、公益社
団法人全国都市清掃会議（全都清）が使用済み乾電池等の広域
回収・処理計画を定めて使用済み乾電池等広域回収・処理連絡
会（全都清内設置）が運営する処理ルートの活用によって安全
かつ効率的な収集・運搬、適正な処理・処分が求められている
ことから、「処理・処分」については、使用済み乾電池、蛍光
管等水銀含有廃棄物の適正な処理・リサイクルを行う業者とし
て全都清が指定する「野村興産㈱」をおいて他にない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

96 委託
和食展開催運営業務委
託

企画部
食文化創造都
市推進課
35-1185

R6.4.12 ¥21,450,000
一般財団法人
鶴岡市開発公社

2

　本業務は、本市のユネスコ食文化創造都市認定１０周年を記
念して、２０２３年に国立科学博物館で開幕した特別展「和食
～日本の自然、人々の知恵～ 」の全国巡回展を本市で開催す
る事業である。
　業務内容は、国立科学博物館で開催された特別展の内容を踏
まえ、全国巡回展用のレイアウト、会場設営、借用展示物の設
置、映像展示等に加え、本市での和食展の来場者対応、入館料
の収受、また和食展に関連するイベントの実施もその内容とし
ている。
　今回の１０周年記念事業：特別展の開催にあたっては、和食
展の開催権利を有する朝日新聞社並びに和食展監修者の要望や
意向（展示方法、展示レイアウト、展示物の管理等）への対応
が必須である。
　また、全国巡回展を開催するスペースとして800㎡以上の専
用展示スペースが必要であり、また巡回用の展示物の取扱いに
も精通している学芸員を擁する必要がある。
　以上のことから、本市において本業務を実施できるのは、
800㎡以上の専用展示スペースを有し、かつ展示物の取扱いや
美術工芸品の展示会、全国巡回する特別展の開催に精通してい
る、美術工芸専攻の学芸員が職員として在中している鶴岡アー
トフォーラムのみであり、その指定管理者である一般財団法人
鶴岡市開発公社をおいてほかにない。

95 委託
ビーチクリーナー等に
よる海岸清掃業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R6.4.10 ¥9,658,000 日本農産㈱ 2

　本市海岸は県内外から多くの観光客が訪れるため、砂浜の景
観と安全性確保を目的として、ビーチクリーナーと呼ばれる海
岸清掃専用重機を使用し、砂に埋もれているゴミや比較的細か
いゴミの除去が不可欠となる。
　本市の業者登録「役務」において、所在が「市内」かつ、業
種区分が「清掃等」かつ、業種名が「公園清掃等」かつ、業務
内容に「海岸清掃」がある業者のうち、事前調査によりビーチ
クリーナーによる作業が可能とメール、FAX等で回答した１社
のみへ指名するもの。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

94 物品
デジタルドリル（小学
校）の使用契約

教育委員会
学校教育課
57-4872

R6.4.1 ¥10,197,000
キューブワン情報㈱
鶴岡支社

2

　本事業は、国の施策「GIGAスクール構想」により整備された
一人1台の端末及び高速通信ネットワークの使用をさらに促進
させ、個別最適化された学習環境を整え、学力向上を図るた
め、デジタルドリルの整備を行うものである。
　令和５年７月から、市内２６小学校において使用している製
品である「ミライシード」を同２６校において継続して使用す
るものである。
　４月１日から切れ目なく使用できるように短期間で端末へ設
定を行い、学びの継続を担保するためには、現品の供給業者で
あり、タブレット型パソコンの運用保守を担っている「キュー
ブワン情報㈱鶴岡支社」以外による供給が不可能であるため、
同社を指名する。

93 物品
デジタルドリル（中学
校）の使用契約

教育委員会
学校教育課
57-4872

R6.4.1 ¥15,741,000 ㈱COMPASS 2

　本事業は、国の施策「GIGAスクール構想」により整備された
一人1台の端末及び高速通信ネットワークの使用をさらに促進
させ、個別最適化された学習環境を整え、学力向上を図るた
め、デジタルドリルの整備を行うものである。
　令和５年７月から、市内１１中学校のうち１０校において使
用している製品である「Qubena」を同１０校において継続して
使用するものである。
　「Qubena」は販売代理店がない直接販売のみであるため、使
用契約を締結可能であるのは、開発元の㈱COMPASSのみであ
る。

92 物品
令和6年度鶴岡市中央公
民館プラネタリウム用
番組ソフト賃貸借

教育委員会
中央公民館
25-1050

R6.4.1 ¥3,300,000
コニカミノルタプラ
ネタリウム㈱

2

本市の業者登録「物品」において、業種区分「事務用品・機
器」、業種名「ＯＡ機器・ＯＡ機器関連用品・視聴覚機器」に
登録しており、かつ、業務内容が「視聴覚機器・映写機・プラ
ネタリウム番組ソフト」である２０者に対し、本業務の受託可
否について電子メールやFAXで問い合わせたところ、受託可能
との回答があった業者は、コニカミノルタプラネタリウム㈱の
みであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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案　　件　　名
発注担当課
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契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
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号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

91 委託
史跡松ヶ岡開墾場包括
管理運営業務委託

教育委員会
社会教育課
57-4868

R6.4.1 ¥17,221,600
史跡松ヶ岡開墾場管
理運営協議会

2

　国史跡松ヶ岡開墾場は、明治初期に建造された蚕室５棟と関
連施設を活用して、当地の開墾と養蚕の歴史、本市近代化の礎
となった絹産業の伝統を学ぶ施設である。本業務は、当施設の
維持管理、体験事業を含む一般公開を効率的に行うとともに、
個々の建造物の連携を通して、当地の歴史的価値と魅力を最大
限に引き出すため、これらの業務を包括的に業務委託するもの
である。本業務における、維持管理の対象である各施設、植栽
を含む一帯については、国史跡の構成要素に位置付けられてい
ることから、取り返しのつかない破損・汚損がないよう、適切
に管理を行う必要がある。本業務では、１番蚕室「松ヶ岡開墾
記念館」（開墾と養蚕の歴史展示）、４番蚕室「シルクミライ
館」（絹産業の歴史展示）、５番蚕室「蚕室構造展示」といっ
た展示事業、蚕飼育や絹織物といった体験事業において、来訪
者の学びを深めるために、それぞれ歴史的・学術的な知識を必
要とするとともに、当地一帯を複合的に案内できる受入体制が
必要である。史跡松ヶ岡開墾場管理運営協議会は、地縁団体
松ヶ岡開墾場を含む当地関係８者で構成され、これらの団体を
統括しながら、各団体が互いの特性を生かした連携を図るこ
と、明治期から当施設の維持管理を行ってきた地縁団体が構成
団体にあることで、当施設を文化財施設として適切に維持管理
を行うことができる。また、構成団体で学芸員を有しながら、
地区住民と連携して学術的な歴史解説が可能であること、これ
と合わせて団体間の連携により、当施設を学びと交流の拠点と
しての一体的な活用を推進することが可能である。本業務の実
施に必要なノウハウを有しながら、当施設の価値と魅力を最大
限に引き出すことができる者は、同協議会１者のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約
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案　　件　　名
発注担当課
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契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
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号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

90 委託
鶴岡市児童生徒健康診
断業務委託

教育委員会
学校教育課
57-4865

R6.4.1
\6,189,238

(総支出予定額)
一般社団法人
鶴岡地区医師会

2

当契約は、学校保健安全法に基づいて実施される児童生徒の定
期健康診断業務を委託するもので、学校保健安全法施行規則に
規定する期間内に、全ての検査項目について児童生徒約8,000
人に対し実施可能で、かつ、実施に際して学校医を含む専門医
の協力体制が不可欠である。
　本市の業者登録「役務」において、業種区分及び業種名「そ
の他の業務委託」に登録している業者の内、業務内容に「健康
診断業務」があったものは、「一般社団法人鶴岡地区医師会」
のみであり、学校医と市内医療機関の専門医のもと、契約業務
を実施できる市内唯一の健診機関である。

89 委託
令和６年度小学校知能
検査及び学力検査業務
委託

教育委員会
管理課
57-4862

R6.4.1 ¥6,012,940
山形教育用品㈱
庄内支店
鶴岡連絡所

2

　市教育委員会では、児童生徒の学力向上を図るため、正確な
学力測定とその後の指導及び評価の資料とすることを目的と
し、知能検査及び学力検査を行っている。
検査に求める要件を、① 全国基準に照らした結果の把握が可
能（相対評価）である、② 学力検査と知能検査の相関利用が
可能である、③ 経年変化の把握が可能である、④ 学力検査に
おいては，小学校５年生以上は英語を含む５教科に対応である
と定めている。
　毎年１０月に、市教育委員会で知能検査及び学力検査の検査
用紙を調査し、要件に照らして検査用紙を決定しているが、令
和６年度の検査用紙として、上記要件を満たす物は、図書文化
社の『教研式標準学力検査』『教研式学年別知能検査』のみで
あったので、当該検査用紙の採用を決定した。
　業者選定については、業者登録「物品」において、業種区分
「教材・教具」、業種名「教材・教具」に登録している業者の
内、業務内容に教材・教具があり、かつ、市内に本社又は営業
所を有する５業者に対し、当該検査紙の取扱いの可否について
書面で問い合わせ、取扱可能と回答した業者は、山形教育用品
㈱庄内支店鶴岡連絡所のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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（税込み）
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

88 委託
令和６年度中学校知能
検査及び学力検査業務
委託

教育委員会
管理課
57-4862

R6.4.1 ¥6,058,970
山形教育用品㈱
庄内支店
鶴岡連絡所

2

　市教育委員会では、児童生徒の学力向上を図るため、正確な
学力測定とその後の指導及び評価の資料とすることを目的と
し、知能検査及び学力検査を行っている。
市教育委員会では、検査に求める要件を、① 全国基準に照ら
した結果の把握が可能（相対評価）である、② 学力検査と知
能検査の相関利用が可能である、③ 経年変化の把握が可能で
ある、④ 学力検査においては，３学年５教科に対応するも
の、と定めている。
　毎年１０月に、市教育委員会で知能検査及び学力検査の検査
用紙を調査し、要件に照らして検査用紙を決定しているが、令
和６年度の検査用紙として、上記要件を満たす物は、図書文化
社の『教研式標準学力検査』『教研式学年別知能検査』のみで
あったので、当該検査用紙の採用を決定した。
　業者選定については、業者登録「物品」において、業種区分
「教材・教具」、業種名「教材・教具」に登録している業者の
内、業務内容に教材・教具があり、かつ、市内に本社又は営業
所を有する５業者に対し、当該検査紙の取扱いの可否について
書面で問い合わせ、取扱可能と回答した業者は、山形教育用品
㈱庄内支店鶴岡連絡所のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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（税込み）
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

87 委託

令和６年度小中学校い
じめ防止等の為の学級
満足度検査集計業務委
託

教育委員会
管理課
57-4862

R6.4.1 ¥2,806,300
山形教育用品㈱
庄内支店
鶴岡連絡所

2

　いじめ防止対策推進法に基づき、市いじめ防止基本方針を定
め、各学校において、いじめ防止対応マニュアルを策定し、学
級満足度検査を実施している。市教育委員会では、学級満足度
検査に求める要件を、①標準化された心理検査である、②児童
生徒の自尊心やプライドを傷つけない質問内容である、③学級
集団の全体像が把握可能、④経年変化の把握が可能、⑤検査に
おいて、小学校全学年、中学校全学年に対応していると定めて
いる。毎年１０月に、市教育委員会で学級満足度検査の検査用
紙を調査し、要件に照らして検査用紙を決定しているが、令和
６年度の検査用紙として、上記要件を満たす物は、図書文化社
の『Ｑ－Ｕ楽しい学校生活を送るためのアンケート』のみで
あったので、当該検査用紙の採用を決定した。
　業者選定については、業者登録「物品」において、業種区分
「教材・教具」、業種名「教材・教具」に登録している業者の
内、業務内容に教材・教具があり、かつ、市内に本社又は営業
所を有する５業者に対し、当該検査紙の取扱いの可否について
書面で問い合わせ、取扱可能と回答した業者は、山形教育用品
㈱庄内支店鶴岡連絡所のみであった。

86 委託
鶴岡市消防署高機能消
防指令センター保守点
検業務

消防本部
総務課
22-8330

R6.4.1 ¥10,835,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、消防業務の根幹をなす指令センターを常時円滑に
稼働させるため、システムを構成するコンピューター機器等の
保守点検を実施するものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有
し、その保守点検に当たることができるのは、日本電気㈱山形
支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約締結日
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

85 委託
鶴岡市消防署消防救急
デジタル無線設備保守
点検業務

消防本部
総務課
22-8330

R6.4.1 ¥14,245,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、消防業務の根幹をなすデジタル無線設備を常時円
滑に稼働させるため、システムを構成する無線設備及び付随す
るコンピューター機器等の保守点検を実施するものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有
し、その保守点検に当たることができるのは、日本電気㈱山形
支店のみである。

84 委託

令和６年度鶴岡市生活
支援ハウス（温海高齢
者生活福祉センター）
運営業務委託

温海庁舎
市民福祉課
43-4613

R6.4.1 ¥3,875,549
社会福祉法人
あつみ福祉会

2

　本事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交
流機能を総合的に提供することを目的とする。
　業務実施にあたっては、厚生労働省老健局長通知平成12年9
月27日老発655号及び平成13年5月15日老発192号生活支援ハウ
ス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要項及び鶴岡市生
活支援ハウス運営事業実施要綱に基づき行うものであり、業務
の委託については、以下に揚げる要件が必要である。
〇介護保険法（平成9年法律第123号）に規定する指定通所介護
事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所リハビリ
テーション事業を行う介護老人保健施設（以下、「指定通所介
護事業所等」という。）を経営するものであること。
〇居住部門を指定介護事業所等に合わせ、又は隣地に整備した
小規模多機能施設において実施すること。
〇温海地域において、実施可能であること。
　上記の要件すべてを満たすのは、社会福祉法人あつみ福祉会
のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

83 委託

令和６年度鶴岡市生活
支援ハウス(高齢者生活
福祉センター)運営事業
業務

朝日庁舎
市民福祉課
53-2115

R6.4.1 ¥4,489,015
社会福祉法人
朝日ぶなの木会

2

　本業務は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交
流機能を総合的に提供することを目的とするものである。業務
実施にあたっては、厚生労働省老健局長通知平成12年9月27日
老発655号及び平成13年5月15日老発192号生活支援ハウス(高齢
者生活福祉センター)運営事業実施要綱及び鶴岡市生活支援ハ
ウス運営事業実施要綱に基づき行うものであり、業務の委託に
ついては、以下に掲げる要件が必要である。
○介護保険法（平成9年法律第123号）に規定する指定通所介護
事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所リハビリ
テーション事業を行う介護老人保健施設（以下、「指定通所介
護事業所等」という。）を経営するものであること。
〇居住部門を指定介護事業所等に合わせ、又は隣地に整備した
小規模多機能施設（以下、「生活支援ハウス」という。）にお
いて実施すること。
〇朝日地域において実施可能であること。
上記の要件すべてを満たすのは、社会福祉法人朝日ぶなの木会
のみである。

82 委託
令和６年度朝日子育て
支援センター事業業務
委託

朝日庁舎
市民福祉課
53-2115

R6.4.1 ¥8,639,000
社会福祉法人
朝日ぶなの木会

2

　本業務は、児童福祉法第６条の３第６項に基づき、市町村が
実施する「地域子育て支援拠点事業」として、乳幼児及びその
保護者の相互の交流や育児相談ができる場として運営されるも
のであり、朝日地域においては朝日保育園の専用室で「朝日子
育て支援センター」の名称で開設されている。
当該センターの運営には、専用室以外にも保育園の玄関、遊戯
室、園庭等保育園施設全体が使用され、また、園行事への参
加、給食の試食、在園児との交流等、朝日保育園との密接な連
携が不可欠となっている。
朝日保育園は現在、社会福祉法人朝日ぶなの木会が指定管理者
として管理運営を行っており、施設管理の範囲には当該事業専
用室も含まれている。他の団体に本事業のみの運営を委託した
場合、施設の管理を含め運営責任の所在が不明確となり、本来
の保育園事業に支障をきたす恐れもある。同じ園舎内で保育園
と子育て支援センター両事業の連携を図りながら実施できる者
は、朝日保育園の指定管理者である同法人をおいて他にない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

81 委託
旧遠藤家住宅の公開に
伴う管理及び歳入の徴
収業務

朝日庁舎
総務企画課
53-2113

R6.4.1 ¥2,434,520 渋谷 一志 2

　本業務は、田麦俣集落にある旧遠藤家住宅について、その立
地条件や冬期間豪雪地域となることから、施設の日常的管理、
入館料等の徴収、茅葺き屋根の葺き替えを含む施設の維持管理
業務を効率的に行うために一体的業務として実施するものであ
る。
　本業務について、本市業者登録「建設工事」、業種名「建築
一式」又は「屋根」に登録しており、かつ、市内に本店を有す
る９７者に請負の可否について確認したところ、請負可能な業
者がなかったことから、当該業務に当たることができるのは、
これまで当該業務を行ってきた実績のある葺き師の渋谷一志氏
のみであった。

80 委託
e－でわネット通信機器
撤去業務

朝日庁舎
総務企画課
53-2111

R6.4.1 ¥7,425,000
東日本電信電話㈱ 山
形支店

2

　本業務はe-でわネットサービス終了に伴い、東日本電信電話
㈱山形支店により構築された通信機器の撤去及びデータ消去を
行うものである。
　東日本電信電話㈱山形支店は、当該機器の保守管理を継続的
に行ってきたことから、機器の撤去作業を効率よく実施するこ
とができる。また、設置場所の一つであるNTTビルは東日本電
信電話㈱山形支店の所有物件であり、当該業者しか立ち入りで
きないことから、当該業務にあたることができるのは、東日本
電信電話㈱山形支店のみであった。

79 物品
鶴岡市朝日庁舎電力需
給契約

朝日庁舎
総務企画課
53-2111

R6.4.1 ¥4,908,925 東北電力㈱ 2

　現在、 東北電力㈱と令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
電力需給契約を締結しているが、競争入札を実施し他業者との
新契約を締結することになった場合、電力の切り替えに2か月
の準備期間が必要となる。令和6年4月1日からの電力供給は不
可能であるため、同社と現契約の更新を行うものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

78 委託

鶴岡市生活支援ハウス
（櫛引高齢者生活福祉
センター）運営業務委
託

櫛引庁舎
市民福祉課
57-2116

R6.4.1 ¥7,629,000
社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会

2

　本事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交
流機能を総合的に提供することを目的とするものである。
　業務実施にあたっては、厚生労働省老健局長通知平成12年9
月27日老発655号及び平成13年5月15日老発192号生活支援ハウ
ス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要項及び鶴岡市生
活支援ハウス運営事業実施要綱に基づき行うものであり、業務
の委託については、以下に揚げる要件が必要である。
〇介護保険法（平成9年法律第123号）に規定する指定通所介護
事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所リハビリ
テーション事業を行う介護老人保健施設（以下、「指定通所介
護事業所等」という。）を経営するものであること。
〇居住部門を指定介護事業所等に合わせ、又は隣地に整備した
小規模多機能施設（以下、「生活支援ハウス」という）におい
て実施すること。
〇櫛引地域おいて、実施可能であること。
　上記の要件すべてを満たすのは、社会福祉法人鶴岡市社会福
祉協議会のみである。

77 委託
令和６年度羽黒子育て
支援センター事業業務
委託

羽黒庁舎
市民福祉課
26-8774
内線883-107

R6.4.1 ¥10,192,000
社会福祉法人
羽黒百寿会

2

　本業務は、児童福祉法第６条の３第６項に基づき、市町村が
実施する「地域子育て支援拠点事業」として、乳幼児及びその
保護者の相互の交流や育児相談ができる場として運営されるも
のであり、羽黒地域においては貴船保育園の専用室で「羽黒子
育て支援センター」の名称で開設されている。
当該センターの運営には、専用室以外にも保育園の玄関、遊戯
室、園庭等保育園施設全体が使用され、また、園行事への参
加、給食の試食、在園児との交流等、貴船保育園との密接な連
携が不可欠となっている。
　貴船保育園は現在、社会福祉法人羽黒百寿会が指定管理者と
して管理運営を行っており、施設管理の範囲には当該事業専用
室も含まれている。他の団体に本事業のみの運営を委託した場
合、施設の管理を含め運営責任の所在が不明確となり、本来の
保育園事業に支障をきたす恐れもある。同じ園舎内で保育園と
子育て支援センター両事業の連携を図りながら実施できる者
は、貴船保育園の指定管理者である同法人をおいて他にない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

76 委託
鶴岡市藤島エコ有機セ
ンター堆肥製造業務委
託

藤島庁舎産業
建設課
64-5809

R6.4.1 ¥8,794,500 藤島堆肥散布組合 2

　鶴岡市藤島エコ有機センター堆肥製造業務は、堆肥製造及び
配送、堆肥原料の受入れ、機械設備や重機・車輛の取扱いと保
守管理である。
本市の業者登録「役務」において、業種区分及び業種名「その
他の業務委託」に登録している業者の内、業務内容に「堆肥製
造及び配送」がある業者は藤島堆肥散布組合ただ1者であり、
他に実施できる者がいない。

75 物品
鶴岡市藤島庁舎電力需
給契約

藤島庁舎
総務企画課
64-5802

R6.4.1 ¥8,274,288 東北電力㈱ 2

　現在、東北電力㈱と令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
電力需給契約を締結しているが、競争入札を実施し他業者と新
契約を締結することになった場合、電力の切り替えに2か月の
準備期間が必要となる。令和6年4月1日からの電力供給は不可
能であるため、同社と現契約の更新を行うものである。

74 委託
藤島駅乗車券類発売運
営業務委託

藤島庁舎
総務企画課
64-5813

R6.4.1 ¥4,791,600 ふじしま観光協会 2

　本業務は、東日本旅客鉄道㈱新潟支社(以下「ＪＲ新潟支
社」という。）との乗車券類簡易委託発売契約及びＪＲ新潟支
社庄内統括センターとの協定に基づき行う業務であり、藤島駅
における乗車券類の発売、改札業務及び付帯する業務並びに駅
舎等の清掃作業について委託するものである。
　ＪＲ新潟支社との協議で、駅収入管理システム研修を受講済
みの特定の従事者を１年間継続的に配置することを条件として
おり、この条件を満たした上で受託可能である者は、ふじしま
観光協会のみである。

73 委託
令和６年度
春季除排雪業務委託

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥5,400,000

上野土木建設㈱
㈱伊藤組
大鳥振興企業組合
㈱金丸建設
㈱大栄

2

　本業務は、冬季に引き続き山間部道路等の除排雪や冬期間堆
雪した雪山の排雪作業等を行うものである。
　降雪前の道路状況等を熟知した業者にしか安全かつ適切な作
業が実施できないことから、令和５年度道路等除排雪業務委託
を受託し、該当箇所の作業を実施している５業者とそれぞれ特
命随意契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

72 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その１）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥15,799,545
㈲鶴岡マシンサービ
ス

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械１０台に対して請
負可能との回答があった業者は、㈲鶴岡マシンサービスのみで
あった。

【除雪機械】庄内000る20、庄内900る186、庄内900る187、庄
内900る188、庄内000る282、庄内900る287、庄内900る288、庄
内900る290、庄内900る334、庄内000る471

71 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その２）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥51,678,086 ㈲トガシ機械 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械３０台に対して請
負可能との回答があった業者は、㈲トガシ機械のみであった。

【除雪機械】庄内900る17、庄内900る105、庄内900る167、鶴
岡市ひ913、庄内900る40、庄内900る148、庄内900る266、庄内
900る321、庄内900る383、庄内900る391、鶴岡市に2408、鶴岡
市900る467、81187、81177、81143、庄内900る118、庄内900る
91、庄内900る143、庄内900る161、庄内900る328、庄内900る
364、庄内900る117、庄内900る185、庄内900る293、庄内900る
357、庄内900さ50、庄内900る77、庄内900る144、庄内900る
303、庄内900る329



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

70 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その３）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥52,261,000 旭車輌整備㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、業種
名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除雪機械」
の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所がある２１業者
に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール
又はFAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械２９台に対し
て請負可能との回答があった業者は、旭車輌整備㈱のみであっ
た。

【除雪機械】庄内900さ53、庄内99ま744、庄内900る403、庄内
900る436、鶴岡市ひ735、羽黒町ひ94、鶴岡市の8080、鶴岡市
に2062、鶴岡市に2063、庄内99ま920、MS10MGH、庄内99ま
975、庄内99ま838、庄内900る34、庄内900る38、庄内900る
124、鶴岡市ひ6000、鶴岡市に809、庄内900る316、庄内99ま
686、庄内99ま928、庄内99ま941、庄内900る31、庄内900る
73、庄内900る101、庄内900る123、庄内900る309、庄内900る
389、鶴岡市の8079

69 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その４）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥35,368,609
出羽商事㈱
鶴岡営業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械２９台に対して請
負可能との回答があった業者は、出羽商事㈱鶴岡営業所のみで
あった。

【除雪機械】庄内900る97、庄内900る207、庄内900る214、庄
内900る215、庄内900る225、庄内900る226、庄内900る227、庄
内900る228、庄内900る231、庄内900る234、庄内900る235、庄
内900る255、庄内900る256、庄内900る258、庄内900る259、庄
内000る314、庄内000る323、庄内000る352、庄内000る353、庄
内000る354、鶴岡市ひ930、鶴岡市ひ931、鶴岡市ひ961、
GPM20013、庄内900る121、庄内900る209、庄内900る141、庄内
000る235、庄内900る377



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

68 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その５）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥34,759,367
コマツ山形㈱
鶴岡営業所

2

　　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業
種名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営
業所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の
記載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に
対し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又
はFAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械２１台に対して
請負可能との回答があった業者は、コマツ山形㈱鶴岡営業所の
みであった。

【除雪機械】庄内000る261、庄内000る233、庄内000る236、庄
内99ま358、庄内99ま545、庄内99ま847、庄内900る176、庄内
900る201、庄内900る323、庄内900る324、庄内900る365、庄内
00ま579、庄内900る276、庄内99ま931、庄内900る78、庄内900
る232、庄内900る275、庄内900る387、庄内900る92、庄内99ま
839、庄内900る434

67 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その６）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥11,388,961
日本キャタピラー合
同会社
酒田営業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械７台に対して請負
可能との回答があった業者は、日本キャタピラー合同会社酒田
営業所のみであった。

【除雪機械】庄内00ま870、庄内000る166、庄内000る165、庄
内99ま845、庄内00ま976、庄内00ま826、庄内900る146



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

66 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その７）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥7,562,435
コベルコ建機日本㈱
庄内工場

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械５台に対して請負
可能との回答があった業者は、コベルコ建機日本㈱庄内工場の
みであった。

【除雪機械】庄内900る75、庄内99ま922、庄内99さ163、庄内
00ま750、庄内99ま978

65 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その８）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥7,597,130 太洋自動車工業㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械６台に対して請負
可能との回答があった業者は、太洋自動車工業㈱のみであっ
た。

【除雪機械】庄内99ま538、庄内99ま930、庄内900る154、庄内
900る29、庄内99ま954、庄内900る9

64 修繕
令和６年度除雪機械保
守単価契約（その９）

建設部
土木課
35-1403

R6.4.1 ¥3,660,513 北日本車輌㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、業種
名「重機」に登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業
所があり、かつ業務内容に「除雪機械」又は「機械全般」の記
載がある（買取のみの記載がある場合は除く。）１９業者に対
し、市所有の除雪機械保守の請負可否について電子メール又は
FAXで問い合わせたところ、下記の除雪機械２台に対して請負
可能との回答があった業者は、北日本車輌㈱のみであった。

【除雪機械】庄内900る128、庄内800は141



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

63 物品
土木積算システム及び
ハードウェアの賃貸借

建設部
土木課
35-1385

R6.4.1 ¥2,374,460
㈱鶴岡電子計算セン
ター

2

　現在リース契約している土木積算システム及びハードウェア
の賃貸借契約期間が令和6年3月31日をもって満了する。
令和6年9月1日からの新システム導入までの期間、延長リース
が必要となるもので、現在のシステム導入・保守をしている㈱
鶴岡電子計算センター以外に受注できるものがいない。

62 委託
鶴岡市マリカ東館管理
業務委託

建設部
都市計画課
35-1315

R6.4.1 ¥38,049,000
一般財団法人
鶴岡市開発公社

2

　本業務は、マリカ東館の機能・性能を保持し、常に正常で良
好な状態を保つとともに、鶴岡市マリカ東館管理要綱のほか関
係法令等に基づき、必要かつ適正な包括的管理を委託するもの
である。
　管理業務の実施にあたっては、清掃・衛生管理、設備管理、
建物及び設備の保全、保安警備など、建物保全に関する業務遂
行の技術力に加えて、民間の商業店舗及び事業所が賃貸借契約
により入居していることから、入居管理にあたっては宅建取引
業の資格を有していることが必要となる。
　同館規模の建物保全に関する管理技術と体制を有し、かつ、
入居管理に必要な宅建取引業の資格を有するのは一般財団法人
鶴岡市開発公社のみであったため。

61 委託
令和6年度鶴岡観光プラ
ザ管理運営業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R6.4.1 ¥3,850,000 ㈱清川屋 2

　本業務は、鶴岡商工会議所会館１階の西側部分において、来
館者への観光案内及び観光情報の提供と本市伝統工芸品の紹介
等を一体的に行うことを目的としている。
　観光プラザは展示スペースが限定されており、効率よく展
示・紹介するには伝統工芸品の在庫管理等を担う必要がある。
　当該フロアで隣接する物産販売業者を指名することにより、
一体的な管理を行い、来館者が多くの伝統工芸品の実物を手に
取りながら、より具体的な紹介を受けると同時に観光に関する
情報を得ることが可能となる。
　現在、当該フロアで物産販売を担っている事業者は、㈱清川
屋のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

60 委託
令和６年度鶴岡市観光
案内所運営業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R6.4.1 ¥9,836,000
一般社団法人DEGAM鶴
岡ツーリズムビュー
ロー

2

　鶴岡市観光案内所は、マリカ東館1階ＦＯＯＤＥＶＥＲにお
いて、国内外からの観光客に対し、対面やメール、電話などで
直接的に観光情報を発信する拠点である。また、日本政府観光
局よりカテゴリー２（少なくとも英語で対応可能なスタッフが
常駐、またはビデオ通話による案内が常時可能。広域の案内を
提供。）の認定を受けており、常時英語で広域の観光情報を提
供する必要がある。
　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローは、英語
による観光案内対応が可能な人材を有し、市内に所在する唯一
の観光地域づくり法人（ＤＭＯ）である。

59 委託

令和６年度鶴岡市農道
管理業務委託（544,834
ｍ：庄内赤川土地改良
区受益地内）

農林水産部
農山漁村振興
課（農村整備
班）
35-1298

R6.4.1 ¥16,758,000 庄内赤川土地改良区 2

本業務は、庄内赤川土地改良区管内における農道の点検、機
能・安全確保、維持・改修及び台帳の管理を行うものである
が、その受益者は庄内赤川土地改良区の構成組合員であり、さ
らに庄内赤川土地改良区は、農業用用排水路等の管理を行って
いることから、状況把握や意見・要望の的確な集約を行い、か
つ、経常的な農道管理が可能となる者は、庄内赤川土地改良区
のみである。

58 委託
令和６年度　鶴岡市森
林経営管理業務委託

農林水産部
農山漁村振興
課（林務班）
35-0145

R6.4.1 ¥2,970,000 出羽庄内森林組合 2

　本業務は、平成３１年４月に施行された森林経営管理法に基
づく森林経営管理制度に対応した各種業務委託の発注に先立
ち、この委託発注の準備補助として必要な情報収集・資料作成
を行う業務委託である。
　この業務委託にあたり、対象森林の所有者・管理者及び森林
資源量の情報を持っていること、近隣森林の森林経営計画策定
し施業を行い対象森林の状況把握していることから、この業務
委託に対応できるのは出羽庄内森林組合のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

57 委託
令和６年度鶴岡市立農
業経営者育成学校研修
運営等業務委託

農林水産部
農政課
35-1295

R6.4.1 ¥6,985,000 ㈱SHONAI 2

　鶴岡市立農業経営者育成学校（以下、「ＳＥＡＤＳ」とい
う。）は、将来にわたる農業の発展を図り、定住人口の増加に
寄与するため、農業経営者の育成及び確保のための施設として
開校した。
　産学官８者（鶴岡市、山形大学農学部、東北芸術工科大学、
鶴岡工業高等専門学校、庄内農業高校、ＪＡ鶴岡、ＪＡ庄内た
がわ、㈱SHONAI（YAMAGATA DESIGN㈱がR6.4.1付で社名変
更））は、同様の目的で協定を締結し、農業の人材育成・確保
を図るため「ＳＥＡＤＳ」を活用し、連携して実施すべき事項
を定めている。
　その中で㈱SHONAIは研修カリキュラムの実施や施設の管理に
関すること等の役割を担っている。
　今回の委託先については、協定内の役割分担を踏まえたもの
であり、学校運営の安定化に向けた改善の継続・推進を図るた
め、㈱SHONAIと特命随意契約を締結するものである。

56 委託
令和６年度鶴岡市国民
健康保険特定保健指導
事業業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.1
\5,016,000

（総支出予定
額）

一般社団法人
鶴岡地区医師会

2

　鶴岡市が国民健康保険の保険者として加入者に対して実施す
る特定保健指導の実施機関は、「特定健康診査及び特定保健指
導の実施に関する基準」及び「特定保健指導の外部委託に関す
る基準」で定められている実施基準を満たす必要があり、これ
を満たす者は、一般社団法人鶴岡地区医師会、医療法人継和会
みやはらクリニック、鶴岡協立病院の３機関である。
　発注に当たり、各実施機関と個別に契約を締結することは、
発注者・受注者共に事務が煩雑になることから、事務の簡素化
を図るため、受注者の事務を一括して取りまとめるものである
が、本市において取りまとめを行える者は一般社団法人鶴岡地
区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

55 委託
令和６年度鶴岡市国民
健康保険人間ドック業
務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.1
\52,850,000
（総支出予定

額）

一般社団法人
鶴岡地区医師会

2

　鶴岡市国民健康保険人間ドック（以下、「国保人間ドッ
ク」）は、本市国民健康保険の被保険者（40歳以上）に対し、
疾病の早期発見及び早期治療による国保医療費の適正化を目的
として実施するものであり、特定健康診査やがん検診等を同一
施設内において同時に行う検査である。
　国保人間ドックの委託機関は「特定健康診査及び特定保健指
導の実施に関する基準」で定められている実施基準を満たす必
要があり、これを満たす者は、一般社団法人鶴岡地区医師会、
鶴岡市立荘内病院、医療法人継和会みやはらクリニック、鶴岡
協立病院の４機関である。
　発注に当たり、各実施機関と個別に契約を締結することは、
発注者・受注者共に事務が煩雑になることから、事務の簡素化
を図るため、受注者の事務を一括して取りまとめるものである
が、本市において取りまとめを行える者は一般社団法人鶴岡地
区医師会のみである。

54 委託
令和６年度国民年金シ
ステム改修業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1294

R6.4.1 ¥31,353,000
日本電気㈱
山形支店

2

　令和３年９月１日施行の地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律により、令和７年度までに標準化に対応するシス
テムを構築する必要がある。
　現行の国民年金システム（ＣＯＫＡＳ－Ｘ）はシステム標準
化に対応しておらず、標準化に対応できる新国民年金システム
（ＣＯＫＡＳ－ｉ）にバージョンアップする必要があるため、
本業務を委託するものである。新国民年金システム（ＣＯＫＡ
Ｓ－i）のパッケージ導入の他、現行システムからのデータ移
行を予定している。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に関わる技術・情報を
有し、その改修等の作業に当たることができる者は日本電気㈱
山形支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

53 委託
令和６年度国民健康保
険レセプト点検業務支
援事業

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.1
\5,309,000

(総支出予定額)
山形県国民健康保険
団体連合会

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」とい
う。）は、県内市町村が国民健康保険法第８３条に基づき国民
健康保険に関する事務の共同処理をするために設立された団体
であり、国民健康保険の診療報酬審査支払機関である。
　県と市町村の共同運営となった国民健康保険を運営するにあ
たり、事業の広域化や効率化を推進するため、本県の国民健康
保険の統一的な運営方針において、保険者事務の共同実施の取
組が図られていることから、本業務において、医療機関等の診
療報酬請求業務を行う業者と同一でないことで点検の公平性が
担保され、共同で行うことで精度の向上と医療費の適正化につ
ながる効率的な点検を行うことが出来るのは、国保連合会のみ
である。

52 委託
令和６年度国民健康保
険等事務共同処理業務
委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.1
\16,129,760

(総支出予定額)
山形県国民健康保険
団体連合会

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」とい
う。）は、県内市町村が国民健康保険法第８３条に基づき国民
健康保険に関する事務の共同処理をするために設立された団体
である。
　県と市町村の共同運営となった国民健康保険を運営するにあ
たり、事業の広域化や効率化を推進するため、本県の国民健康
保険の統一的な運営方針において、保険者事務の共同実施の取
組が図られていることから、本業務を行うことが出来るのは、
国保連合会のみである。

51 委託

令和６年度国保被保険
者資格情報及び給付情
報の管理業務の実施に
係る委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.1 ¥4,677,110
山形県国民健康保険
団体連合会

2

　当該業務は、都道府県単位で国民健康保険被保険者の資格情
報や給付情報を管理するものであるが、その管理にあたっては
公益社団法人国民健康保険中央会が開発した国保情報集約シス
テムを用いて行っており、当該システムの運用等を実施できる
のは、山形県国民健康保険団体連合会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

50 委託
令和６年度国民健康保
険システム標準化対応
業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.1 ¥83,490,000
日本電気㈱
山形支店

2

　令和３年９月１日施行の地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律により、令和５年度から令和７年度までに標準化
に対応するシステムを構築する必要がある。
　現行の国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ－Ｘ）は令和６年
12月でリース満了を迎えるが、業務システム標準化に対応でき
ないシステムであるので、バージョンアップし標準化に対応で
きる新国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ－ｉ）を構築するた
め、業務委託するものである。
　新国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ－i）のパッケージを
導入する他、現行システムからデータ移行を行うことを予定し
ている。
　本システムは、日本電気㈱が設計・構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に関わる技術・情報を有
し、その改修等の作業に当たることができる者は日本電気㈱山
形支店のみである。

49 委託
国民健康保険被保険者
証更新に伴う共同印刷
等業務

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.4.15
\2,610,170

(総支出予定額)
山形県国民健康保険
団体連合会

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」とい
う。）は、県内市町村が国民健康保険法に基づき国民健康保険
に関する事務の共同処理をするために設立された団体である。
　県と市町村が共同で国民健康保険を運営するにあたり、事業
の広域化や効率化を推進するため、本県の国民健康保険の統一
的な運営方針において、保険者事務の共同実施の取組が図られ
ている。
　本業務においても、国民健康保険被保険者証の一斉更新（毎
年８月１日）に向けて共同印刷・封緘事務を拡充することとさ
れており、その体制を整え、業務を効率的に行うことが出来る
のは、国保連合会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

48 委託
令和６年度鶴岡市放課
後児童対策事業運営委
託

健康福祉部
子育て推進課
26-017６

R6.4.1 ¥223,311,937

社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会
ほか14者

2

　放課後児童対策事業を行うことができる者は、「国、都道府
県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け
出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。」という
児童福祉法第34条の8第2項の規定に基づき、市長に届け出た者
に限られる。
　本市において、届出を行っている者は、社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会ほか14者であることから、各者と特命随意契約
を締結するものである。

47 委託
鶴岡市要介護認定調査
業務委託

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R6.4.1
\20,592,000

(総支出予定額)

社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会
ほか12者

2

本市の指定居宅介護支援事業所は２７法人が運営する３３事業
所であり、その全てに委託の可否について電子メールで問い合
わせたところ、対応可能との回答があった事業者は(福)鶴岡市
社会福祉協議会ほか12者だった。

46 委託
令和６年度鶴岡市障害
者相談支援事業委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R6.4.1 ¥30,275,300
社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会

2

　当該事業は、在宅の障害者に対して、福祉サービスの利用援
助、社会資源の活用や社会生活力を高める支援、ピアカウンセ
リング、介護相談及び情報提供等、総合的な支援を行うもので
ある。市内には指定相談支援事業所は８事業所あるが、ほかの
事業所は１～３人体制で当該事業の遂行は実質的に困難である
が、社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会は、相談支援専門員を
１０人配置しており、基幹相談支援センターとしての機能を果
たすために専門職を配置、地域自立支援協議会をはじめとする
地域の関係機関との連携強化の取組、人材育成支援、地域移
行・定着の推進に向けた取組を実施可能な市内で唯一の事業所
である。

45 委託
令和６年度鶴岡市障害
児相談支援事業委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R6.4.1 ¥5,940,000
社会福祉法人
恵泉会

2

　当該事業は、鶴岡市障害者相談支援事業実施要項の事業を実
施するにあたり、在宅の障害児及び保護者に対して、福祉サー
ビスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高める支援、
ピアカウンセリング、介護相談及び情報提供等、総合的な支援
を行うものである。社会福祉法人恵泉会は、当該事業を行うに
あたり、幼児期からの専門的かつ総合的な支援を行うことが可
能な児童福祉法に規定する障害児通所支援（児童発達支援）と
障害児相談支援の両事業の指定を受けている市内で唯一の事業
所である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

44 委託
令和６年度鶴岡市障害
者地域活動支援セン
ター事業委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R6.4.1 ¥6,050,000
特定非営利活動法人
やすらぎの会

2

　当該事業は、鶴岡市障害者地域活動支援センター事業実施要
項の事業を実施するにあたり、利用者、特に精神障害者に対し
て創作活動や生産活動の機会の提供などの支援や関係機関との
連携を実施するなど、専門的な知識を必要とし、障害福祉サー
ビスとして提供する自立支援給付費では対応できない障害者の
居場所を確保するとともに障害者の地域生活支援の促進を図る
ものである。
　特定非営利活動法人やすらぎの会の運営する「障がい者地域
生活支援セン
ター翔」は、当該事業の適切な遂行にあたり、実施するために
必要な施設・設備基準に該当するとともに、当該事業を効果的
に実施するために必要な資格及び専門的技術等を有する職員
（社会福祉士、精神保健福祉士等）を有する市内で唯一の事業
所である。

43 委託
令和６年度鶴岡市手話
通訳者設置事業

健康福祉部
福祉課
35-1273

R6.4.1 ¥2,952,000
社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会

2

　本業務は、障害者総合支援法に基づく市町村が行う地域生活
支援事業の必須事業となっており、手話通訳者の業務は、聴覚
障害者等へのコミュニケーション支援のほか、聴覚障害者への
障害福祉サービスの利用援助や生活相談等である。また、手話
通訳者の派遣事業では、地域生活支援事業実施要綱において、
円滑に行われるよう連絡調整業務担当者の設置等に努めること
とされており、当該業務に精通した専門的知識及び技術を有す
る手話通訳者が望ましいと規定されている。
　そのため、これらの業務を行うには、手話通訳者の資格の
他、障害者相談支援専門員の資格を有する者が適材である。
　鶴岡市内の手話通訳者の内この条件を満たす者は、鶴岡市社
会福祉協議会に在籍している１名のみである。また、障害のあ
る方の相談は多岐にわたるため個人での対応ではニーズに対応
しきれない。以上のことから、条件を満た
し、かつ組織として対応が可能な事業者は、同法人のみであ
る。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

42 委託
鶴岡市生活困窮者自立
相談支援事業委託業務

健康福祉部
福祉課
35-1285

R6.4.1 ¥19,265,150
社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会

2

　本事業は、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援
法の必須事業である。
　生活困窮者自立支援法第5条第2項では、「都道府県等は、生
活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府
県等以外の厚生労働省令で定めるものに委託することができ
る。」とされている。
　また、生活困窮者自立支援法施行規則（厚生労働省令第十六
号）第9条　に「法第5条第２項に規定する厚生労働省令で定め
る者は、生活困窮者自立相談支援を適切、公正、中立かつ効率
的に実施できる者であって、社会福祉法人等が適当。」とあ
る。
　施行規則の適切、公正、中立かつ効率的に実施できる者は、
本市において、生活困窮専門の相談支援窓口を持ち、専門の支
援手法を実践している社会福祉法人等は、鶴岡市社会福祉協議
会のみである。

41 委託
鶴岡市生活困窮者就労
準備支援事業委託業務

健康福祉部
福祉課
35-1285

R6.4.1 ¥8,361,100
社会福祉法人
鶴岡市社会福祉協議
会

2

　本業務は、生活保護受給者を含む生活困窮者を対象に、生活
リズムが崩れている等の理由により、就労の準備が整っていな
い者に対して、一般就労に向けた訓練を行うことで、困窮状態
から早期に脱却することを目的としたものである。
　本業務の実施については、生活困窮者自立支援法施行規則第
9条において、「法第5条第2項に規定する厚生労働省令で定め
る者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ
効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人等が
適当。」とされている。
　本市において、専門の支援手法を実践している社会福祉法人
等であって、当該事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施す
ることができる事業者に対し、委託の可否について問い合わせ
たところ、受託可能との回答があった事業者は鶴岡市社会福祉
協議会のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日
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（税込み）
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号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

40 委託
生活困窮者等就労準備
支援（就農訓練業務委
託）

健康福祉部
福祉課
35-1285

R6.4.1 ¥4,758,710
社会福祉法人
月山福祉会

2

　本業務は、生活困窮者等に対し、農業体験をはじめとする就
労支援を行うことで、一般就労や就農による自立を促すことを
目的としたものである。
　本業務の実施には、生活困窮者に対する就労支援の実績があ
り、加えて、就農訓練等の農業に関する支援を行う専門性が必
要である。
　また、生活困窮者自立支援法施行規則第9条において、「法
第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者
自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施するこ
とができる者であって、社会福祉法人等が適当。」とされてい
る。
　社会福祉法人月山福祉会は昭和６３年から社会福祉法人とし
て福祉事業を展開しており、特に、障害者の就労支援において
農福連携等の実績を有している。さらに、山形県の生活困窮者
就労訓練事業の認定を受けており、生活困窮者への就労支援に
実績がある。
　本市において、上述のような実績と専門性を有し、本業務の
履行が可能な事業所は、同法人のみである。

39 委託
鶴岡市子どもの学習支
援事業委託業務

健康福祉部
福祉課
35-1285

R6.4.1 ¥3,262,930
特定非営利活動法人
山形県ひとり親家庭
福祉会

2

　本事業は、平成２７年に施行された生活困窮者自立支援法の
任意事業である。
　生活困窮者自立支援法第３条の７において「子どもの学習・
生活支援事業」が下記のとおり定義されている。
　・生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業。
　・生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、
当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う
事業。
　また、本市では、国補助事業であるひとり親への支援事業
「子どもの学習・生活支援事業」として下記の事業を定義して
いる。
　・ひとり親に対する支援を母子会と共に行う事業。
　県内において、単に学習支援や生活習慣改善のみならず、子
ども食堂やフードパントリーの実施による経済支援等、包括的
な支援を行うことができる法人は、山形県ひとり親家庭福祉会
のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

38 委託
鶴岡福祉バス運行業務
委託

健康福祉部
福祉課
35-1252

R6.4.1 ¥5,717,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

本業務は地域福祉の増進を図ることを目的とし、業務内容は、
単なるバスの運行や車輌管理のみならず、申請書の受付や利用
計画の調整、事故対応、福祉活動の提案、相談対応等も含まれ
ている。利用者である福祉関係団体の活動内容や実情を把握
し、福祉バスを利用した福祉活動をコーディネートする専門性
が求められる。行政とともに地域福祉事業を推進している法人
であり、福祉関係団体の福祉活動を総合的に支援している鶴岡
市社会福祉協議会をおいてほかにない。

37 委託
令和６年度鶴岡市健康
診査等業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\4,667,000

（総支出予定
額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、「生活保護受給者等」、「40歳総合健診において
国民健康保険以外の医療保険に加入している者」、「40歳未満
の市民で他で健診機会のない者」を対象に、生活習慣病予防及
び健康の保持と増進を図ることを目的に健康診査を実施するも
のである。
　「鶴岡市健康診査」の集団健診は住民の利便性を考慮し地域
に出向いて実施し、人間ドック・個別健診については市内のか
かりつけ医やドック健診医療機関で実施する。
「鶴岡市40歳総合健診」は40歳を対象としたがん検診と歯周疾
患検診を併せた総合的な健診を実施する。「鶴岡市さわやか健
診」は40歳未満の者を対象とし託児室の設置など受診者の利便
を考慮して実施する。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や実施
内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施できる者
は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

36 委託
令和６年度鶴岡市後期
高齢者健康診査業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\82,487,000
（総支出予定

額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者（７５
歳以上等）を対象に、糖尿病等の生活習慣病を早期発見するこ
とを目的とした健康診査を、広域連合の委託を受け実施するも
のである。集団健診は住民の利便性を考慮し地域に出向いて実
施する。人間ドック・個別健診についてはドック健診医療機関
や市内のかかりつけ医で実施する。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や実施
内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施できる者
は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

35 委託
令和６年度鶴岡市国民
健康保険特定健康診査
業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\96,919,000
（総支出予定

額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、鶴岡市国民健康保険の被保険者（４０～７４歳）
を対象とした、糖尿病等の生活習慣病を早期発見することを目
的とした特定健康診査を実施するものである。
　集団健診は住民の利便性を考慮し地域に出向いて実施する。
人間ドック・個別健診についてはドック健診医療機関や市内の
かかりつけ医で実施する。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や実施
内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施できる者
は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

34 委託
後期高齢者健康診査費
用支払事務及びデータ
管理の委託

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\2,355,000

（総支出予定
額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本業務は、本市が山形県後期高齢者医療広域連合から受託し
て行う健康診査の実施に要した費用の支払に関する業務及び健
診結果のデータ管理業務等を委託するものである。山形県国民
健康保険団体連合会は、国民健康保険法第８３条１項に基づき
本事業を遂行するために設立された団体であり、本事業を実施
することができるのは山形県国民健康保険団体連合会のみであ
る。

33 委託
特定健康診査・特定保
健指導等費用支払事務
及びデータ管理の委託

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\3,409,000

（総支出予定
額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　公的医療保険に加入する４０歳以上の者に対しては、「高齢
者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が主体となり
特定健康診査事業及び特定保健指導事業を実施することとな
る。
本業務については、健診結果の適正なデータ管理及び健診・保
健指導実施機関からの審査とともに円滑な支払いを行うもので
ある。
　本業務を委託する山形県国民健康保険団体連合会は、国民健
康保険法第８３条第１項に基づき県内の市町村が設立した団体
であり、国民健康保険診療報酬の適正な審査支払をはじめ、市
町村国保の事務の共同化、円滑な事業運営を目的とした県内唯
一の団体である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

32 委託
令和６年度鶴岡市がん
検診等（人間ドック）
検診業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\111,299,000
（総支出予定

額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本市では、市民の生活習慣病予防及び健康保持と増進を図る
ことを目的として、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基
づく特定健康診査（後期高齢者健康診査、健康診査）及び健康
増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の２に基づき、
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」、
「山形県健康診査実施要領」、「健康増進事業実施要領」によ
りがん検診等を実施している。
　人間ドック検診は、受診者が検診機関に直接赴き、特定健康
診査及びがん検診等並びにその他検査で市が認めたものを、同
一施設内において同時に行うものであり、市内では４医療機関
が実施可能な検診機関である。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や実施
内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施できる者
は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

31 委託
令和６年度鶴岡市子宮
がん乳
がん個別検診業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\31,690,000
（総支出予定

額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本市では、市民の健康保持と増進を図ることを目的として、
健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の２に基づ
き、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
及び「山形県健康診査実施要項」によるがん検診を実施してい
る。
　子宮がん乳がん個別検診は、受診者が市内の検診機関に直接
赴き、検診を実施するものである。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や実施
内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施できる者
は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

30 委託
令和６年度がん検診等
（集団）検診業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R6.4.1
\40,314,000
（総支出予定

額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本市では、市民の健康保持及び増進を図ることを目的とし
て、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の２に
基づき、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針」、「山形県健康診査実施要領」及び「健康増進事業実施要
領」並びに「肝炎ウイルス検診等実施要領」により検診を実施
している。
　集団検診には、受診者の利便性を考慮し地域で行う検診と、
特定の方を対象に期日を決めて行う検診がある。地域で行う集
団検診には、胃がん検診、呼吸器検診の検診車の配置が必要と
なり、対象者を限定し期日を決めて行う事業の実施には、特定
の日に、複数人が複数のがん検診等を同時に受診できる検診機
関である必要がある。
　本市において、上記の事業を実施できる者は、検査専門機関
である一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

29 委託
健康管理システム運用
保守業務

健康福祉部健
康課
25-2731

R6.4.1 ¥2,607,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は健康管理システムの保守及び運用支援等を行うため
に業務を委託するものである。本システムは、日本電気株式会
社が設計構築したシステムであり、本市の業者登録において、
作業にかかわる技術情報を有し、その改修に当たることができ
る者は日本電気㈱山形支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

28 委託
鶴岡市定期予防接種業
務委託

健康福祉部
健康課
35-0157

R6.4.1
\226,315,300
（総支出予定

額）

・一般社団法人山形
県医師会

・真島医院

・齋藤医院

・みかわキッズクリ
ニック

・山北徳洲会病院

2

　定期予防接種は、予防接種法第5条の規定に基づき市町村長
に実施の義務と責任があり、厚生労働省が示す「定期接種実施
要領」により実施することとされている。同要領では、予防接
種法施行令第4条により「市町村長の要請に応じて予防接種に
協力する旨を承諾した医師（以下、接種医という。）が医療機
関で行うもの」と定められている。
山形県では、他市町村の医療機関で定期予防接種を受ける際の
事務の軽減や被接種者の利便性を図り、県内における円滑な定
期予防接種の実施を目的に、県が県医師会と県内各市町村との
間の事務の調整を行い、県医師会が山形県下の広域実施に協力
する医療機関及び医師の取りまとめを行うことによる広域実施
体制を構築しており、県及び県医師会が策定した「広域実施の
手引き」にあるように、県内全市町村が参加している。
　県医師会は、広域実施にあたり、山形県予防接種広域事業実
施要綱の定めによる承諾書兼委任書により、各市町村との契約
締結について実施医療機関から委任を受けており、各接種医が
所属するすべての広域実施医療機関に業務を委託するにあたっ
ては「広域実施の手引き」に照らし、本業務委託仕様書のとお
り県医師会を代理人として契約を行う必要がある。
小児や高齢者はかかりつけ医での接種が望ましいことから、広
域実施以外に、接種の実績があり市民への接種に限り承諾を申
し出た真島医院及び齋藤医院、市民が多く通院している市外の
みかわキッズクリニック及び県外の山北徳洲会病院について
は、個別に契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

27 委託
鶴岡市妊婦健康診査業
務委託

健康福祉部
健康課
35-0157

R6.4.1
\58,206,400
（総支出予定

額）

一般社団法人山形県
医師会

2

　妊婦健康診査は、母子保健法第13条に規定する健康診査であ
り、妊婦の健康管理に努めることにより妊産婦、新生児及び乳
児の死亡率の低下、流早産の防止を目的として実施している。
本業務の実施に当たっては、発注にあたり、各実施機関と個別
契約を締結することは、発注者・受注者共に事務が煩雑になる
ことから、事務の簡素化を図るため、受注者の事務を一括して
取りまとめるものである。また、取りまとめ機関は各実施機関
との契約単価や実施内容の調整が必要であり、県内において取
りまとめを行える者は一般社団法人山形県医師会のみである。

26 委託
鶴岡市乳幼児健康診査
業務委託

健康福祉部
健康課
35-0157

R6.4.1
\3,894,000

（総支出予定
額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　乳幼児健康診査は、母子保健法第１２条及び第１３条に規定
する健康診査であり、母性並びに乳幼児の健康の保持増進を図
ることを目的として実施する。母子保健法施行規則では、乳幼
児に対する健康診査の項目があげられ、その実施に当たって
は、医療の専門的見地より小児科専門医師以外にはできない。
本業務の実施に当たっては、市内の小児科医師の派遣に関する
総合調整が必要なことから、それを実施できる者は、小児科医
師が加入する一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

25 委託
在宅医療・介護連携推
進事業業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
35-1251

R6.4.1 ¥10,510,000
一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、介護保険法に基づき、医療と介護の両方を必要と
する状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体
的に提供するために、医療機関と介護事業所等の連携を推進す
るものである。
　業務の実施に当たっては、「地域支援事業実施要綱」（平成
18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知）に基づい
て実施することとなるため、次に掲げる要件が求められるが、
これらの要件を満たすのは、本市においては一般社団法人鶴岡
地区医師会のみである。
①在宅医療・介護の連携を支援する総合的な相談窓口を設置・
運営している事業所であること。
②地域の医療機関・介護事業所等の機能等や在宅医療・介護
サービスの情報を常時把握し、在宅医療・介護連携における情
報共有ツールを整備している事業所であること。

24 委託
在宅医療・介護連携推
進事業業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
35-1251

R6.4.1 ¥3,150,000 鶴岡市立荘内病院 2

　本事業は、介護保険法に基づき、医療と介護の両方を必要と
する状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体
的に提供するために、医療機関と介護事業所等の連携を推進す
るものである。
　業務の実施にあたっては、在宅医療連携体制の充実を図るこ
とが重要となることから、地域全体の医療機関を支援する役割
を持つ地域医療支援病院でなければ担うことができない事業で
あり、鶴岡市において地域医療支援病院に指定されている病院
は鶴岡市立荘内病院のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

23 委託
令和６年度地域包括支
援センター運営業務委
託

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
29-4180

R6.4.1 ¥214,172,000

・社会福祉法人
　鶴岡市社会福祉
　協議会
・一般社団法人
  鶴岡地区医師会
・社会福祉法人
　一幸会
・社会福祉法人
　思恩会
・社会福祉法人
　ふじの里
・社会福祉法人
　羽黒百寿会
・社会福祉法人
　恵泉会
・社会福祉法人
　ぶなの木会
・社会福祉法人
　あつみ福祉会

2

　本業務は、介護保険法及び介護保険法施行規則に基づいて設
置する地域包括支援センター（以下「センター」という。）に
おいて、包括的支援事業を実施し、地域住民の保健医療の向上
及び福祉の増進を図ることが目的である。
　業務実施にあたっては次に掲げる要件が求められるが、令和
５年７月２４日に開催された「鶴岡市地域包括支援センター運
営協議会」において、市内法人でこの要件を満たし、本業務を
適切、公正、中立かつ効率的に実施されていると評価を受けた
者は、社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会他８者であった。

① 包括的支援事業である総合相談支援業務、権利擁護業務、
※包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援業務（※関係機関と連携した
支援ﾈｯﾄﾜｰｸの構築に係る業務）を実施できる体制が整備されて
いること。
② センターに配置すべき職員である保健師、社会福祉士、主
任介護支援専門員を本市の条例に定めるとおり配置できるこ
と。
③ センターの運営主体が介護保険法施行規則に規定される老
人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、社会福
祉法人、一般社団法人であること。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

22 委託
令和６年度鶴岡市成年
後見制度中核機関運営
業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
29-4180

R6.4.1 ¥3,167,406
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

本業務は、地域住民の成年後見制度の利用促進及び制度の普及
を図ることを目的とし、実施するものであるが、その業務を実
施するものとしては、次の要件が求められる。
①　成年後見制度を含む、権利擁護の実務を担い、地域ネット
ワークを有すること。
②　業務上、中立性、公正性を確保し、専門的業務に継続的に
対応する能力を有すること。
　社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会は、成年後見制度におけ
る「法人後見事業」を行う市内唯一の法人であり、かつ権利擁
護の実務を担い、それに伴う「法人後見運営委員会」を開催す
るなど、関係団体との地域ネットワークを有している。また、
同法人は、地域福祉の推進、社会福祉を目的とした公共的な団
体であり、中立性、公正性も担保され、社会福祉士等複数の有
資格者を有している。これらのことから、要件のすべてを満た
すのは同法人のみである。

21 委託
令和６年度鶴岡市重層
的支援体制整備事業へ
の移行準備業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
35-1251

R6.4.1 ¥28,490,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

 本業務は、地域共生社会の実現に向けて実施する社会福祉法
第106条の4第2項に定める「重層的支援体制整備事業」の準備
を行うものである。重層的支援体制整備事業は、国が示す基準
によれば、地域において、生活上の複雑複合的な課題を抱える
人や世帯に対し、関係機関と連携した支援を行い、その体制を
構築する事業であることから、専門的な知識に基づいて実践を
行うコミュニティソーシャルワーク(地域福祉活動)のスキルと
経験が必要とされるが、市内の福祉専門職を有する社会福祉法
人33事業者の内、コミュニティソーシャルワークを実践してい
るものは、鶴岡市社会福祉協議会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

20 委託
令和６年度第１号介護
予防支援事業

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
29-4180

R6.4.1 ¥52,991,000

・社会福祉法人
　鶴岡市社会福祉
　協議会
・一般社団法人
  鶴岡地区医師会
・社会福祉法人
　一幸会
・社会福祉法人
　思恩会
・社会福祉法人
　ふじの里
・社会福祉法人
　羽黒百寿会
・社会福祉法人
　恵泉会
・社会福祉法人
　ぶなの木会
・社会福祉法人
　あつみ福祉会

2

　本業務は介護保険法に規定されており、65歳以上の要支援者
及び基本チェックリスト該当者に対し、介護予防を目的とし
て、介護予防・日常生活支援総合事業等のサービスが包括的か
つ効率的に提供されるよう援助を行うものである。
　その実施については、厚生労働省が定める地域支援事業実施
要綱において「介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支
援）は、利用者本人が居住する地域包括支援センターにおいて
実施する」とされていることから、地域包括支援センター9法
人とする。

19 委託
令和６年度訪問型サー
ビスC(短期集中予防
サービス)事業

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
29-4180

R6.4.1
\9,000,000

（総支出予定
額）

・訪問リハビリ
　テーションいで
　は
・医療生活協同組
　合やまがた
・一般社団法人
　リハビリテー
　ションスタッフ
　サービス
・訪問看護ステー
　ションとるて
・一般社団法人
　鶴岡地区医師会

2

　本事業は、保健・医療・介護予防の知識と指導技術を有する
専門職を確保し、効果的に運営できることが事業実施の条件で
ある。
　これを条件として、令和6年1月22日から令和6年2月5日に、
市ホームページ等で募集したところ、5事業者より応募があ
り、いずれも先の条件を満たす指定介護サービス事業者または
医療専門職を有する法人であった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

18 委託
令和６年度通所型サー
ビスC(短期集中予防
サービス)事業

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
29-4180

R6.4.1
\4,680,000

（総支出予定
額）

医療生活協同組合や
まがた
㈱福祉のひろば

2

　本事業は、保健・医療・介護予防の知識と指導技術を有する
専門職と人員、設備及び備品を確保し、効果的に運営できるこ
とが事業実施の条件である。
　これを条件として、令和6年１月22日から令和6年2月5日に、
市ホームページ等で募集したところ、２事業者より応募があ
り、いずれも先の条件を満たす指定介護サービス事業者であっ
た。

17 委託
鶴岡市生活支援体制整
備事業業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
35-1251

R6.4.1 ¥40,000,000

・社会福祉法人
　鶴岡市社会福祉
　協議会
・一般社団法人
  鶴岡地区医師会
・社会福祉法人
　一幸会
・社会福祉法人
　思恩会
・社会福祉法人
　ふじの里
・社会福祉法人
　羽黒百寿会
・社会福祉法人
　恵泉会
・社会福祉法人
　ぶなの木会
・社会福祉法人
　あつみ福祉会

2

　本業務は、介護保険法に基づき、生活支援コーディネーター
(地域支え合い推進員)による高齢者の地域での支え合い体制の
構築を推進するものであり、高齢者の総合相談窓口となる地域
包括支援センターとの連携が前提である。業務の実施に当たっ
ては、「地域支援事業実施要綱」（平成18年6月9日老発
0609001号厚生労働省老健局長通知）に基づいて実施すること
となるため、次に掲げる要件が求められるが、これらの要件を
満たす事業者は、本市においては社会福祉法人鶴岡市社会福祉
協議会ほか8法人のみである。
① 本市が委託設置し、地域の高齢者の相談支援を行っている
事業所であること。
② 鶴岡市地域包括支援センター運営協議会において、公平、
中立かつ効率的な実施に関する評価を得た事業所であること。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和６年度　鶴岡市随意契約結果一覧表

※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

16 物品
令和６年度　鶴岡市独
居高齢者等訪問支援事
業物品購入

健康福祉部
地域包括ケア
推進課
29-4180

R6.4.1 ¥2,704,665 庄内ヤクルト販売㈱ 2

　本事業は、鶴岡市全域の民生委員の自宅へ週に１回、民生委
員が指定する日に飲料を納入することができることを条件とし
ている。
本市の業者登録「物品」において、業種区分「食料品」、業種
名「食料品」に登録しており、飲料の条件を満たす業者へ文書
で条件を示したうえで受託の可否を問い合わせたところ、受託
可能との回答があった者は、庄内ヤクルト販売㈱のみであっ
た。

15 委託
生活系一般廃棄物収集
運搬業務【長期継続契
約】

市民部
廃棄物対策課
22-2848

R6.4.1 ¥344,484,800
鶴岡市環境事業協同
組合

2

　本業務実施にあたっては、広大な市内2.500か所以上のス
テーションから分別種類ごとに複雑な収集区分において指定さ
れた日の時間内にもれなく確実に収集する車両や衛生的な収集
に習熟した人員が必要で、非常時においても臨機応変に適切か
つ確実な収集運搬が求められるものである。
　業務の確実な履行と非常時等における臨機応変な対応が可能
であり、持続可能な生活系一般廃棄物の収集運搬体制を築くこ
とができるのは、一般廃棄物収集運搬実績を有する１２事業者
で構成する鶴岡市環境事業協同組合のみである。

14 委託
鶴岡市リサイクルプラ
ザ等運転管理業務委託

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R6.4.1 ¥154,827,200
㈱鶴岡地区クリーン
公社

2

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条において、
市町村以外の者に廃棄物処理の収集、運搬または処分の委託を
する場合には、受託者が受託業務を遂行するに足りる人員を有
し、かつ、受託しようとする業務の実績に関し相当の経験を有
する者であることの基準が定められていて、その基準を満たす
ものは「鶴岡地区クリーン公社」のみである。

13 委託
令和6年度鶴岡市水難救
助業務委託

市民部
防災安全課
35-1204

R6.4.1 ¥4,595,657 山形県水難救済会 2

　水難救護法第3条で遭難船舶の救護等の事務は市町村長の義
務となっており、本委託は、水難事故が発生した場合の人命及
び遭難船舶等の救助業務を委託するものである。
　山形県水難救済会は、山形県漁業協同組合員で構成された水
難事故による人命及び遭難船舶等を救済することを目的に設立
された団体で、市内沿岸に５箇所の救難所を設置しており、本
業務を委託できる唯一の団体である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

12 委託
郊外地域行政連絡業務
及び歳入の収納業務に
係る委託

市民部
コミュニティ
推進課
35-1203

R6.4.1 ¥18,874,000
鶴岡地域郊外15地区
自治会・自治振興会

2

　本業務は、市民サービスの向上と行政運営の円滑化を図るた
め、市から鶴岡地域郊外地域の住民会等の地域団体や地域住民
に対する施策の周知・普及や各種調査のほか、広報等の配布や
窓口業務の取次ぎ等の業務を委託するものである。
その実施に当たっては、地域住民の利便性を確保するため、各
地区の地域活動の拠点施設であるコミュニティセンター等を委
託場所としていることから、コミュニティセンター等において
開館中に業務を実施可能でなければならない。また、受託者
は、地域の実情に精通し、市や住民会等の地域団体、地域住民
と連絡調整が可能な立場にあり、業務を円滑かつ継続的に実施
できる者でなければならない。
これらの要件を満たすのは、地区内の住民会等や関係団体等で
構成され、コミュニティセンター等を拠点に地域活動を行う団
体であり、かつコミュニティセンター等の指定管理者である広
域コミュニティ組織のみであり、ほかに代わるものがない。

11 物品

住民基本台帳ネット
ワークシステム機器等
の賃貸借契約≪再リー
ス≫

市民部
市民課
35-1194

R6.4.1 ¥3,640,890
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱
東北支店

2

　国が住基ネット次期機器の更改期間を令和6年11月から令和7
年11月に設定したことを踏まえ、現行機器のリース期間を令和
7年2月まで延長し、使用する必要がある。全国の住基ネットと
結ぶ連携サーバと一体となったシステム機器であることから、
現在のシステムを導入・保守している同社以外に受注できる者
がいない。

10 委託
令和６年度鶴岡市光
ファイバー網保守管理
業務委託

企画部
情報企画課
35-1193

R6.4.1 ¥7,550,400
東日本電信電話㈱山
形支店

2

　本業務は、不採算地域である鶴岡市西部地域の住民等に高速
インターネットサービス等を提供する目的で市が整備を行い、
貸出を行っている光ファイバー網の点検・支障物撤去及び回線
設備の保守管理を委託するものであるが、本業務を履行できる
のは当該物件の貸付先である東日本電信電話㈱山形支店のみで
ある。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

9 物品

自治体情報セキュリ
ティクラウド　オプ
ションサービス（仮想
ブラウザサービス）賃
貸借

企画部
情報企画課
35-1193

R6.4.1 ¥4,620,000 SBテクノロジー㈱ 2

　本物件は県内の全市町村が利用している自治体情報セキュリ
ティクラウドのオプションとして提供されるものであるが、調
達についてはセキュリティクラウドの構築・保守作業を受託し
ているＳＢテクノロジー㈱が一括で行っているため、履行でき
るのは同社のみである。

8 委託

令和６年度住民税法改
正対応システム改修委
託《現年度運用支援》
（COKAS-X）

総務部
課税課
35-1176

R6.4.1 ¥9,108,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報の
データベースとして運用されているシステム(ＣＯＫＡＳ－Ⅹ)
の内の個人住民税の賦課計算や税額の決定に関する部分につい
て、地方税法の改正に伴ってシステムの改修を委託するもので
ある。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有
し、その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店の
みである。

7 委託
令和６年度個人住民税
システム移行対応業務
委託

総務部
課税課
35-1176

R6.4.1 ¥54,582,000
日本電気㈱
山形支店

2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報の
データベースとして運用されているシステムについて、標準化
に伴って令和６年１２月にリースアップとなるＣＯＫＡＳ－Ⅹ
からＣＯＫＡＳ－ｉへシステム移行のための作業を委託するも
のである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有
し、その改修に当たることができる者は日本電気㈱山形支店の
みである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

6 委託
令和６年度固定資産税
システムバージョン
アップ対応業務

総務部
課税課
35-1178

R6.4.1 ¥72,402,000
日本電気㈱
山形支店

2

　令和３年９月１日施行の地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律により、令和５年度から令和７年度までに標準化
に対応するシステムを構築する必要がある。
　現行の固定資産税システム（ＣＯＫＡＳ－Ｘ）は令和６年１
２月でリース満了を迎えるが、業務システム標準化に対応でき
ないシステムであるので、バージョンアップし標準化に対応で
きる新固定資産税システム（ＣＯＫＡＳ－ｉ）を構築するた
め、業務委託をするものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシステム
であり、本市の業者登録において、作業にかかわる技術・情報
を有し、このシステムバージョンアップ対応に当たることがで
きる者は、日本電気㈱山形支店のみである。

5 委託
令和６年度職員定期健
康診断業務委託

総務部
職員課
35-1159

R6.4.1 ¥13,006,950
山形県市町村職員共
済組合

2

　労働安全衛生法第66条に基づき、事業主は労働者に対して年
１回の健康診断を実施しなければならない。また、高齢者の医
療の確保に関する法律第20条により、健康保険の保険者は40歳
以上の被保険者に対し、特定健康診査を行うことが義務付けら
れており、同法第21条第２項では、労働安全衛生法による定期
健康診断を保険者に委託することができると規定されている。
上記より、鶴岡市の職員健康診断は、保険者である山形県市町
村職員共済組合に委託できるものであり、所属所長である鶴岡
市長が同組合の理事長に実施を委託することが山形県市町村職
員共済組合総合健診実施要綱で定められていることから、本業
務を実施できる事業者は山形県市町村職員共済組合のみであ
る。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

4 委託

令和６年度地域活性化
起業人交流プログラム
推進業務委託（食文化
創造都市推進事業）

総務部
職員課
35-1159

R6.4.1 ¥10,000,000 ㈱阪急交通社 2

　総務省が実施する地域活性化起業人（企業人材派遣制度）を
活用し、三大都市圏の企業等の社員を一定期間受け入れ、企業
で培われた人脈やノウハウを活かして、食文化創造都市推進事
業を効果的・効率的に展開することを目的とするものである。
本市と㈱阪急交通社は、令和元年７月に締結した「農業観光連
携事業の推進に関する協定書」のもと、鶴岡食文化創造都市推
進協議会と連携し、「農」「食」「観」を活かした長期滞在型
農業体験プログラムの開発・商品化を推進しており、その実績
を踏まえて、令和４年度には「地域活性化起業人交流プログラ
ムに関する協定書」を締結している。地域活性化起業人を活用
するためには、制度上、協定書に基づく事業実施が必要であ
り、本業務を実施可能な者は、㈱阪急交通社をおいて他にない
ことから、同社と特命随意契約を締結するものである。

3 委託
令和６年度会計年度任
用職員勤勉手当対応シ
ステム改修業務委託

総務部
職員課
35-1159

R6.4.1 ¥3,234,000
日本電気㈱
山形支店

2

　当該業務は、日本電気株式会社製のパッケージソフトウェア
の改修であることから、当該ソフトウェアの著作権を有する者
及び著作権を有する者が許可した者で、かつ作業に係る技術、
情報を有する業者以外は作業を行うことができない。本市に登
録している業者で作業可能な業者は、日本電気㈱山形支店の１
者である。

2 委託

鶴岡市本庁舎PBX及び庁
舎間電話ネットワーク
保守点検業務委託（準
備行為）

総務部
契約管財課
35-1157

R6.4.1 ¥6,339,300
東日本電信電話㈱ 山
形支店

2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「施設・設備の
維持管理・保守点検」、業種名「通信・放送設備」、業務内容
「通信設備の維持管理・保守点検」または「電話設備の維持管
理・保守点検」に登録しており、かつ、県内に本社・営業所を
有する２1業者に対し、対象機器の保守点検可否について電子
メールで問い合わせたところ保守点検可能と回答があった業者
は、東日本電信電話㈱山形支店のみであった。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

1 委託
本庁舎公用車(マイクロ
バス)運転業務労働者派
遣

総務部
契約管財課
35-1157

R6.4.1 ¥2,232,414
公益財団法人
山形県シルバー人材
センター連合会

2

本市の業者登録「役務」において、業者区分「派遣」、業種名
「労働者派遣」に登録している業者の内、業務内容に「人材
（労働者）派遣」または「車両運転手派遣」があり、かつ、県
内に本社・営業所を有する８業者に対し、マイクロバス運転士
派遣の可否について電子メール、FAXで問合せたところ、派遣
可能との回答があった業者は、公益社団法人山形県シルバー人
材センター連合会のみであった。


